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6年 の我が国経済 をみ る と、総 じて低迷 の続 く厳 しい状況 か ら始 まったが、政 府 による適切 か

つ機動的 な経済 運営、民間企業 の経営努 力等 による効果 もあ り、企業設備等の調整 か続 いてい る

ものの、我が国経済 は緩や かなが ら回復基調 をた どって きた。

この よ うな経済i青勢 の中、6年 の我が国の情報通信市場 につ いてみ る と、情報通信サー ビスの

契約数等 は5年 と比較 して堅調 に増加 してお り、特 に、無線呼 出 しサー ビス、携 帯 ・自動車 電話

サー ビス、高速デ ジタル伝 送サー ビス、ISDNサ ー ビス、都 市型 ケーブル テレビの契約数等 は

順調 に増加 してい る。 また、各事業 の営業収益等 を5年 と比較す る と、全体 としては増加 してお

り、特 に、携 帯 ・自動車 電話等 の移動系事業者 の伸 び率が高 くな るな ど、第一種 電気通信事業者

等の新事業 者が順調 な成 長 を続 けて い る。

本部で は、情報通信 及 び情報化 の動 向 を取 り上 げ、6年 の情報通信 の現況 を概観 す る とともに、

過去10年 間の情報通信 の進展の あゆみ を振 り返 る。



一 簗!草 情報通信サービスの動向

第1章 情報通信サービスの動向

第1節 国内情報通信サービスの動向

6年 にお ける主 な国内情報 通信サ ー ビスにつ いてみ ると、GNPの 成長率 が緩 やか なが ら回復

の兆 しを見 せ る中で、情報 通信 サー ビスの契約数等 は、堅調 に増 加 してい る。

電気通信分野で は、契約数等 は、全体 として伸 び率 が鈍化傾 向 にあ る ものの堅調 に増加 してお

り、特 に無線呼 出 しサー ビス、携帯 ・自動車 電話サ ー ビス、高速 デ ジタル伝送サ ー ビス、ISD

Nサ ー ビス等の伸 びが大 きい。

第1-1-1-1図 国内通信 の動 向
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第1節 国 内情報 通信 サ ー ビ スの動 向 墜壷廻・

放送分 野で は、都 市型ケーブル テレビや衛呆放送等 の新 しい メデ ィアの契約 数が順調 にでqIびて

お り、社会 に着 実 に普 及 して いるこ とが うかが える。

郵便 にお いて は、郵便料 金の改定等 によ り、13年 ぶ りに内国郵便 の引受物 数は減少 した(第1

-1-!-1図 参照)

ここで は、主 な国内情報 通信 サー ビスの動 向について概観 す る。

1電 気通信 サー ビス

6年 の国内電気通信サ ー ビスに関 して、契約数等 につ いては全体 として伸 び率が5年 と比較 し

て鈍化 してい る ものの堅調 に推 移 して いる。提供 され るサー ビスにつ いては、新 たな電話サー ビ

ス、 第一種 電気通信事業者 によ るフレーム リレーサー ビスの開始等 が図 られてお り、 また、料金

につ いて も、電話サー ビ スの選択制通話料金 の拡充、携帯 ・自動車電話サー ビスの新 規加入料 、

基本使用料、通言辞 斗の値下 げ、選択制通話 料金等の提供 が行われ るな ど低廉 化 ・多様 化が進 展 し

て きてい る。

電話サ ー ビスにお いては、契約 数等 の伸 び率が鈍化 して いる一方で、NTTの 加入者線 交換機

のデ ジタル化の進 展等 に伴 い、新 たな電話サー ビスの提供 が開始 された り、選択制通話料金 が拡

充 された りす るな ど、電話サー ビスの多様化が進展 して いる。 また、基 本料、番号案 内料 の改定

が実施 された。

移動通信 サー ビスにお いては、無線呼 出 しサー ビスの契約数 は、前年 同期 比20.9%増 と順調 な

増加傾向 にあ る。 また、7年3月 か らは、受信機 の売切 り制 が開始 されてい る。 さ らに、6年4

月か ら移動機 の売 り切 り制 が導入 された携 帯 ・自動車電話サー ビスの契約数 は、前年同期 比56.6

%増 と大 幅 な増 加傾 向 にあ る。

専用サー ビスにおいては、企業等 におけ る高度化 ・高速化す る情報通信 に対す る需要 に支 え ら

れ、高速 デ ジタル伝送サ ー ビス(64kb/s～150Mb/s)の 回線 数 は、 同32.9%増 と引 き続 き増 加傾

向にあ る。

デ ジタルデ ータ伝送サー ビスにお いては、 フレーム リレー方式 によ るサー ビスが開始 されて い

る。

高速 ・高品質のデ ジタル公衆網で あ るISDNサ ー ビスは、利 用者 のニー ズ、NTTの 加入者

線交換機iのデ ジタル化の進 展、ISDNサ ー ビス提供地域 の拡大(同15.5%増)等 に支 え られて、

回線数が同44.8%増 と増加傾向 にあ る。

この よ うに高度化 ・多様化 す る電気通信サー ビスの 中で 、利 用者 に とっては、 自己の ニー ズ ・

利用形態等 に応 じて事業者、サ ー ビス、料金、端末機器等 を選択す る幅が一 層広 まって きてお り、

利用者 の利便 の向上 が進展 してい る。
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一 第1章 情報通信サービスの動向

(1)電 話サー ビス

ア 契約数及びサ ー ビス提供 地域

のNTTの 動 向

NTTの 加 入電話契約 数 は、6年9月 末現在5,960万 契約で あ り、伸 び率 は、対 前年 同期 比2.0%

増 となってい る。

また、加入電話契約 を事務用 と住宅用 とに分 けてみ る と、6年9月 末現 在、事務用 は1,861万 契

約(対 前年 同期比1.1%増)、 住宅 用は4,099万 契約(同2.3%増)で あ る。契約 数の伸 び率でみる

と・3年 度以降事務 用の伸 び率が住宅用 よ りも小 さ く、事務用、住宅用 の伸 び率 は、 それぞれ対

前年 同期比で0.2ポ イン ト、0.4ポ イン ト低下 してい る(第1-1-1-2図 参照)。

第1-1-1-2図 事務用 ・住宅用一般加入電話契約数及び

伸び率(前 年同期比)の 推移
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第1節 国内情報通信サービスの動向■_

(イ)新 第一種 電気通信事業者の動向

長距離系新 第一種電気通信事業者(第 二 電電㈱、 日本 テレコム㈱ 及び 日本 高速 通信㈱)3社 の

市外電話サー ビス契約数(ID登 録数の3社 単純集計)は 、6年9月 末現在 、2,774万 契約(対 前

年同期比16.8%増)と なっ てい る。

新事業者が市外電話サ ー ビスを提 供 してい る地域(一 部地域の場合 を含 む。)を各社別 にみ る と、

6年 度末現在 、第二電電㈱ 、 日本 テレコム㈱ 及び 口本高速通信㈱ の3社 とも全国(第 二電電㈱、

日本 テレコム㈱ は4年 度 よ り、 日本 高速通信㈱ は6年 度 よ り提 供地域 を全国 に拡大)で 提 供 して

いる。

一方、地域系新 第一種 電気通信事業者の うち、唯一加 入電話サー ビスを提 供 してい る東京通信

ネ ッ トワーク㈱(電 話サー ビスの開始 は昭和63年5月)の サー ビス提 供地域 は、東京 ・神奈川 ・

千葉 ・埼玉 ・群馬 ・栃木 ・茨城 ・山梨 ・静岡の9都 県の一部 の地域で あ り、 加入電話契約数 は、

6年9月 末現在、1万1,255契 約(対 前年 同期比15.8%増)で あ る。

イ トラ ピックの動向

5年 度 にお け る総 通話回数 と総通話時 間(NTT、 第二電電㈱ 、 日本 テレコム㈱、 日本高速通

信㈱ 及び東京通信ネ ッ トワー ク㈱ の5社 合計)は 、 それぞれ794.4億 回(対 前年度比2.8%増)、37

億9千 万時 間(同2.9%増)と 、伸 び率 は前年 と比べ て総通 話回数で2.4ポ イン ト、総通話時間で

0.ポ イン ト増加 してお り、前年度の伸 び率 と比べて、 やや回復傾 向 にあ る。

総通話回数 をNTTと 新事業者(4社 の合計)別 にみ る と、NTTは742.4億 回(同2.0%増)

の微増で あ るの に対 して、新事業者 は52.0億 回(同15.8%増)の 増加 となってお り、総通 話回数

に占める新事業者 の シェアは、前年度 と比べ0.8ポ イン ト増加 して6.6%と なってい る。新事業者

の通話回数の増 加 は主 に県間通話 による もので あ り、NTTと 新事業者 を合 わせた県問通話 の通

話回数 は151.3億 回で総通話 回数の19.0%を 占めて いる。この県間通話回数 をNTTと 新事業者別

にみ る と、NTTが!07.3億 回、対前年 度比1.4%の 微増で あ るの に対 して、新事業者 は44 .0億 回、

同13.7%の 増 加であ る。これ に伴 い、新事業者 の県間通話 にお けるシェアは、前年度 と比べ2。3ポ

イン ト増加 して29.1%と なって い るが、伸 び率 は低 下す る傾 向 にあ る。

また、東京都、大阪府、愛知県相互 の通話 をみ ると、新事業者の通話回数 は、前年度 と同 じ く

この3都 府県相互 間の通話 回数 の54.4%を 占め る(第1-1-1-3図 参照)。
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■一 第1章 情報通信サービスの動向

第1_1_1_3図NTT、 纏 業者の県間通話回数`・おけ るシ ェア(5年 度)
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(注/[]内 は 前年 度の 数 値 で あ る。

(ア)距 離段階別通話回数 ・通話時間

総 通話回数及 び総通話時 間 を「区域 内通話」(3分 間の通話 が10円 でか け られ る単位料金 区域の

中に終始 す る通話)、 中距離 の 「100km以 内」及 び遠距離 の 「100km超 」の よ うに距 離段 階別 に分け

る と、区域 内通話 の通話回数及 び通話時間 は、512.8億 回(総 通話 回数 の64.6%)、21億8千 万時

間(総 通 話 時 間 の57,5%)、100km以 内 の 通 話 が211.4億 回(同26.6%)、11億8千 万 時 間(同

31.1%)、100kmを 超 え る通話が70.2億 回(同8.8%)、4億3千 万時 間(同11.4%)で あ り、全通

話 に対 して、区域 内通 話の 占め る割合 が減少 し、 「100km以内」及 び 「100km超 」の通話 の 占める割

合が増 加す る傾向 にあ る(第!-1-1-4図 参照)。

一6



第1節 国内情報通信サービスの動向一

第1-1-1-4図 電話サー ビス 距離段階別通話回数及び通話時間(5年 度)
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さ らに、NTTと 新 事業 者 別 に市外 通 話(前 記 の 区分 の うち 「100km以 内」 と 「100km超 」 の通

話)の 通 話 回数 及 び通 話 時 間 をみ る と、NTTの 市外 通 話 につ い て は、 通 話 回数 が229.6億 回(対

前年 度比2.6%増)、 通 話 時 間13.3億 時 間(同1.!%増)と 前 年 度 よ りわず か なが ら増 加 して い る。

一 方
、新 事 業 者 の 市 外 通 話 につ い て は、通 話 回数 が 、52.0億 回(同15.8%増)、 通 話 時 間2.9億 時

間(同22.3%増)と 、 通 話 回数 、 通 話 時 間 ともに前 年 度 よ り増 加 して い る。

(イ)通 話 時 間 別 通 話 回 数

総 通話 回数 を通 話 時 間 別 にみ る と、1分 以 内の 通 話 の 回 数 が412。8億 回 で最 も多 く、総 通 話 回数

の52.0%(対 前 年 度 比0.5ポ イ ン ト増)を 占め て い る(第!-1-1-5図 参 照)。 また 、増 加傾

向 にあ る通 話 は、1分 以 内 の通 話 と10分 を超 え る通 話 で 、 それ ぞ れ前年 度 よ り3.7%、2。8%増 加

して い る。

NTT、 新 事 業 者 別 に通 話 回数 の構 成 をみ る と、NTTの 増 加 して い る通 話 は1分 以 内 の通 話

で 、前 年 度 よ り0.5ポ イ ン ト増 加 し52.6%に なっ て い る。一 方 、新 事 業 者 の伸 び て い る通 話 は5～
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一 第1章 情報通信サービスの動向

10分 及 び10分 を超 え る通 話で 、 合 わせ て同0.7ポ イン ト増 加 し14・6%を 占 め て い る・

第1-1-1-5図 電話サービス 通話時間別通話回数(5年 度)
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(ウ)時 間帯別通話 回数

1日 の時間帯別 に総通話回数の構成 をみ る と、9時 か ら10時 の1時 間 にお ける通話回数が最 も

多 く全体 の9.3%を 占めて いる。昼間(8時 か ら19時)は77.3%(対 前年度比0.5ポ イ ン ト減)、 夜

間(19時 か ら23時)・ 深夜早朝(23時 か ら翌朝8時)は22.7%(同0.5ポ イン ト増)で あ り、昼間

の割 合が減少 し、夜間及 び深夜 早朝の割 合が増 加す る傾 向 にあ る。 また、NTT、 新事業者別の

通話回数総 数 にお ける時間帯別の通話回数構 成比 をみ る と、NTTで は昼 間が76.8%(同0.2ポ イ

ン ト減)、 夜間 ・深夜早朝23.2%(同0.2ポ イン ト増)で 、新事業者で は昼 間が85.3%(同2.0ポ イ

ン ト減)、 夜間 ・深夜早朝14.7%(同2.0ポ イン ト増)と な り総通話回数 と同様 の傾 向 を示 してい

る(第1-1-1-6図 参照)。

夜 間及び深夜 早朝 の割 合が増加傾向 にあ るの は、5年 度のNTT・ 新 事業者4社 によ る通話料

金の値下 げ、NTT・ 長距 離系新事業者3社 に よる選択制料 金制度 の提供 開始等 によ り、一般家

庭で 夜間の電話利用が増 加 して いるこ とな どが影響 してい る と考 え られ る。
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第1節 国内情報通信サービスの動向一

第1-1-1-6図 電話サービス 時間帯別通話回数の構成比(5年 度)
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郵 政 省 資 料 に よ り作 成

ウ 加入者線 交換機端子数

6年12月 末現在 のNTTの 加 入者線交換機 の総端子数 は、6,298万 端子(対 前年 同期比0.8%増)

であ り、この うち長距離系新事業者 に加入契約が可能 な端子で あ るID送 出可能端子数 は6,280万

端子で、総端子数 に占める比率 は99.7%(同1.7ポ イン ト増)で あ る。 また、高度 な電話サ ー ビス

や料金の多様化 を実現 す るための基礎 とな るデ ジタル交換機 の端子数 は5,073万 端子で、総端 子数

に占め る比率 は80。5%(同13。3ポ イン ト増)で あ る。

一方、新事業者で あ る東京通信ネ ッ トワー ク㈱ の加 入者線交換機 の総端子数 は、6年!2月 末現

在、3万8,169端 子(対 前年 同期比40.9%増)で あ り、 全端子がデ ジタル交換機の端子で、ID送

出可能端子で あ る。

工 電話サ ー ビスの多様化

利用者 の電話サ ー ビスに対す る高度化 ・多様化 す るニー ズに対応 して、新 しいサー ビスの実用

化が進 め られてお り、6年 度 か ら新 た に迷惑 電話 防止サー ビス(い たず ら電話等、受信者が受信

した くない通話 を事前 に登録 してお き、 その通話 をブ ロックす るサー ビス)が 提供 開始 されてい

る。このサー ビスは、迷惑電話で 困ってい る利 用者 に応 えるために、5年12月 か らNTTに よ り、

試験サ ー ビス として実施 されて きた ところであ るが、 そのサー ビスの有効性 や社会 的受 容性 の確

認 を経 て、6年7月 よ り本格的サー ビス として導入 されて い る。
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一 第1章 情報通信サービスの動向

(2)フ ァクシ ミリ通信網サ ー ビス

送儲 報 の蓄灘 能等 の付加機能力・ネ ッ トワー クに付与 され ネ ッ トワー クカ洞 報通信等 のサ

_ビ スを提供す るNTTの ファクシ ミリ通信網サ ー ビスの契約 数 は・6年9月 末現在 ・63万6,914

契約(対 前年 同期比10.9%増)で あ る。昭和56年9月 にサー ビス を開始 して以来・契約 数の伸び

率 は鈍化 してい るものの増加傾向 にあ る(第1-1-1-7図 参照)・

第1-1-1-7図 ファクシミリ通信網サービス契約数の椎移
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(3)移 動通信 サー ビス

ァ 携帯 ・自動車電話サ ー ビス

(ア)サ ー ビスの動向

6年9月 末現在、携帯 ・自動車電話サー ビスの総契約数(NTTDoCoMo等 地域別9社 と新第

一種 電気通信事業者15社 の合計)は289万1 ,293契 約(対 前年 同期比56.6%増)で 、加 入電話 の伸

び率2.0%と 比べ て大幅 に伸 びてい る(第1-1-1-8図 参照)。 特 に携帯 ・自動車 電話移動機

の売 り切 り制が導 入 された6年4月 以降の伸 びが著 し く、5年 度下半期 の契 約数 の伸 びが28万

4,755契 約で あ るの に対 して、6年 度 上半期 の契約数 の伸 びは75万9,926契 約 となって い る。
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第1節 国内情報通信サービスの動向一

第1-1-1-8図 携帯 ・自動車電話契約数及び新事業者のシェアの推移
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総契約数 をNTTDoCoMo等 及 び新 事業者 別 にみ る と、NTTDoCoMo等 の契約 数 は164万

5,441契 約(同48.3%増)、 新事業 者の契約数 は、124万5,852契 約(同69.0%増)で 、新事業者の

シェアは、6年9月 末現在43.1%で あ り、前年同期 よ り3.2ポ イン ト増加 して いる。

また、総契約数 をアナ ログ及 びデ ジタル方式別 にみ る と、アナ ログ方式の契約数 は258万5,568

契約(NTTDoCoMo等 の契約数 は156万7,794契 約、新事業者の契約 数は!01万7,774契 約)、 デ

ジタル方式 は30万5,725契 約(NTTDoCoMo等 の契約 数 は7万7,647契 約、新事業者 の契約数 は

22万8,078契 約)で あ る。

アナ ログ方式 のサー ビスにつ いては、既 に全国でNTTDoCoMo等 または新事業者 のサ ー ビス

を選択 す るこ とが可能 となってい る。 また、デ ジタル方式のサー ビスについては、既 にサ ー ビス

提供中の事業 者 によ り提供地域 が拡大 され る一 方、6年4月 以降、 新 たに㈱東 京デ ジタルホ ン、

㈱関西デ ジタル ホン、㈱ 東海デ ジタルホ ン、㈱ ツーカー セル ラー東京、㈱ ツー カーホ ン関西、㈱

ツーカー セル ラー東海の6事 業者 に よ りサー ビ スが開始 された、 これ まで携帯 ・自動車電話市場

は、NTTDoCoMo等 地域 別9社 が全国 をカバ ー、日本移動通信㈱ が首都 圏、東海地 区 を、関西

セル ラー電話㈱等 セル ラーグループ8社 が他地域 をカバ ーす る1地 域2社 競 合体制 となっ てい

たが、新 たな事業 者の参 入 に よ り首都圏、関西地 区、東海地区で は1地 域4社 競台体 制 となった

(第1-1-1-9図 参照)。
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一 第1章 情報通信サービスの動向

第1_1_1_9図 第一醜 気通信事業者の携帯 ・自動車電話サービスの提供地域
〔6年度末現在)

[コ4社 がサーヒスを提供している地域

[コ2社 がサービスを提供している地域

郵政省資料によ り作成

(注)県 域の一部地域の場合を含む。

6年 度 に入 り、携 帯 ・自動車電話の普 及 は急速 に進展 しつつ あ るが、 この背景 には携帯 ・自動

車電話等移動機 の売 り切 り制の導入以 降の競争 の促 進 によ る端末の低 価格化、多様化だ けで な く、

事業者間 の競争の促進 による各種利用料 金の値下 げ、利 用者 ニーズ に応 える多彩 な料金制 の設定、

新規事業者 の参入及 び先 にサ ー ビス中の事業者 によるデジタルサ ービ スの強化拡 大、移動 機の販

売 チ ャンネル/ポ イン トの増 加等 が相乗 して い るもの と考 え られ る。 この よ うな状況 の も とパー

ソナルユー スの急速 な増加 によ る利用層の拡大が、携 帯 ・自動車 電話 の普 及 に大 き く寄与 してい

る もの と考 えられ る。

(イ)ト ラ ピックの状況

5年 度 にお ける携帯 ・自動車 電話の総 通話回数 と総通 話時 間(NTTDoCoMo等 地 域別9社 、

新 第一種電気通信事業者15社 の合計)は 、 それぞれ25.4億 回(対 前年度比33.0%増)、6,415万 時

間(同34.5%増)で あ る。

1通 話 当た りの平均 通話時 間 を加入電話 と比較 す る と、加入 電話 は2分52秒 で あ るの に対 し

て、携 帯 ・自動車電話 は約 半分 の1分31秒 で あ り、携帯 ・自動車 電話 は簡潔 な通 話 に利 用 されて

い るこ と力書うか力言える。

また、距離 区分別 の通話状 況 をみ る と、160km以 内の通話で は、通話 回数 が24.5億 回(総 通 話回数

の96.5%)、 通話時 間6,017万 時間(総 通話時 間の93,8%)で あ り、160kmを 超 える通 話で は、通話回

数 が0.9億 回(同3.5%)、 通話時問398万 時間(同6.2%)と なってお り、160kmを 超 える通話 が極め

て少 な く、遡li離 の通話 を中心 に利 用 されてい るこ とが うかが える(第1-1-1-10図 参照)。
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さらに、携帯 ・自動車 電話 と加入電話 との相互 通話の状況 をみ ると、携帯 ・自動車 電話か ら加

入電話へ発信 した通話 回数 は16.2億 回、加入 電話 か ら携 帯 ・自動車電話へ着信 した通話 回数 は7.5

億回 となってお り、携 帯 ・自動車電話が発信 中心 に利用 されて いるこ とが分 か る(第1-1-1

-11表 参照)
。
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一 第1章 情報通信サービスの動向

第1-1-1-11表 携帯 ・自動車電話と加入電話の相互通話脚 兄(通 話回数)

発信 加入電話 携帯 ・自動車電話 合計

携帯 ・自動車電話 16,2億 回 L7億 回 17.9億 回

加入電話
一 7.5億 回 7.5億 回

合計 16.2億 回 9.2億 回 25.4億 回

郵政省資料により作成

イ 無線呼出 しサ ー ビス

6年9月 末現在、無線呼出 しサー ビスの総契約数(NTTDoCoMo等 地域 別9社 と新 第一種電

気通信事 業者31社 の合計)は882万9,018契 約(対 前年 同期 比20.9%増 〉 とな り順調 な増加傾向に

あ る。契約 数が順調 に伸 びてい る理 由 として、パー ソナルユー スを中心 とす る利 用層 の急速 な拡

大 と、機器等 の機能高度化 によ る利便性 の向上 等があ げ られ る(第1-1-1-12図 参照)。

第1-1-1-12図 無線呼出 し契約数及び新事業者のシェアの推移
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第1節 国 内情報 通信 サ ー ビ スの動 向 一 ・

総契約 数 をNTTDoCoMo等 及 び新 事業者 別 にみ る と、NTTDoCoMo等 の契約 数 は522ノ∫

8,268契 約(同15.7%増)、 新事 業-者の契約数 は360万750契 約(同29.4%増)で あ る。総契約 数に

お ける新事業者 の シェアは、6年9月 末現在40.8%で あ り、前 年同期 よ り2.7ポ イン ト増加 してい

る。

なお、無線呼 出 しの受信機 につ いては、7年3月 に売 り切 り制 が導 入 された.

ウ その他 の移 動通信サ ー ビス

第一種電気通信事業者が提供 す るその他 の移動通信サー ビ ス としては、NTTが 提供 して いる

列車公衆電話、NTTDoCoMoが 提 供 してい る船舶電話、航空機公衆 電話等 と、新事業者 が提供

しているサー ビスがあ る。

NTTに よ り提供 されて いる列車公衆 電話 は、昭和40年 に東海道新幹線 においてサー ビスが開

始 された後 山陽、東北 及び上越新幹線等 と利 用可能 な列車が拡大 され、6年9月 末現在1,549台

(同1.9%増)が 設置 されてい る。 また、NTTDoCoMoに よ り提供 されてい る船舶 電話の契約数

は、6年9月 末現在 、2万3,023契 約(対 前年同期 比1.2%減)で あ り、航空機 公衆 電話の契約 数

は、6年9月 末現在、214台(同4.9%増)で あ る。

一方、新事業者 が提供 す る移動通信サー ビスで あ るマ リネ ッ ト電話サ ー ビスは、6年9月 末現

在3社 がサ ー ビスを提供 してお り、総契約数 は3,496契 約(同8,6%減)で あ る。同 じく、簡易陸

上移動無線電話(CRP:コ ンビニエ ンス ・ラジオ ・フォン)サ ー ビスは、6年9月 末現在7社

がサー ビスを提供 してお り、総契約数 は1万2,074契 約(同13.2%増)で あ る。 また、 テ レター ミ

ナルサー ビスは、6年9月 末現在1社 がサー ビスを提供 してお り、契約数 は4,117契 約(同103.1%

増)で あ る。

なお、マ リネ ッ ト電話、簡易陸上 移動無線 電話、 テレター ミナル につ いて も、6年4月 よ り売

り切 り制 が導入 されてい る。

(4)専 用サ ー ビス

専用サ ー ビスには、一般専用サー ビス、高速 デ ジタル伝 送サー ビス、映像伝送サー ビス、 テレ

ビジ ョン放送 中継サー ビス、無線専 用サー ビス等 があ る。専用サー ビスの分野で新 たにサー ビス

を開始 した新事業者 につ いては、6年6月 、 東北 インテ リジェ ン ト通信㈱ が一般専 用サー ビス、

高速デ ジタル伝送サー ビスの提供 を開始 してい る。 また、6年6月 、北 陸通信 ネ ッ トワー ク㈱ が

一般専用サ ー ビス
、高速デ ジタル伝 送サー ビス、映像伝送サー ビ スの提供 を開始 して いる。

ここで は、近年伸 び率が著 しい高速伝送 が可能 な高速デ ジタル伝送サー ビス と、国内専 用サ ー

ビスの総 回線数 の9割 以上 を占め る一般専用サー ビ スにつ いてその動 向 を概観 す る。

ア 高速デ ジタル伝送サ ービス

高速デ ジタル伝送サ ー ビスは、① デー タ伝 送 と電話 を統合 した利 用、②LAN相 互 間 の高速デ

15■



一 第1章 情報通信サービスの動向

_タ 伝送、③ 広帯域 を要す るテレビ会議等 の企業 情報 通信 ネ ッ トワー ク等 の回線 として利 用 され

てい る。

高速 デ ジタル伝送サー ビ スの総 回線数(NTTと 長距離 系及 び地域系新 第一種 電気通信事業者

の合計13社 の総 数)は 、6年9月 末現在、3万800回 線(対 前年同期比34・7%増)と 大 きな伸び

を示 してい る。 この うち新事業者 の回線数 は7,877回 線(同34.4%増)で ・総 回線数 にお けるシェ

アは25.6%で 前年同期 と同 じで あ る(第1-1-1-13図 参照)。

第1-1-1-13図 高速デジタル伝送サービス回線数及び新
事業者のシェアの推移
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主 なサ ー ビ ス品 目別 に総 回線 数 を見 る と、64kb/s回 線 は1万4,796回 線(新 規 事 業 者 の シェア

14.7%)で 対 前 年 同期 比57.1%増 、128kb/s回 線 は2,213回 線(同18.6%)で 対 前 年 同 期 比129.3%

増 、384kb/s回 線 は2,952回 線(同34.1%)で 対 前 年 同 期 比3.0%増 、768kb/s回 線 は2,685回 線

(同38,7%)で 対 前 年 同期 比0.7%減 、1.5Mb/s回 線 は2,409回 線(同45.9%)で 対 前 年 同期 比4.1

%増 、6Mb/s回 線 は681回 線(同51.8%)で 対 前 年 同期 比19.9%増 で あ っ た 。 一 方 、5年10月 よ

りNTTがMA内 につ い て新 た に提 供 した超 高 速 晶 目で あ る150Mb/sサ ー ビ ス は1回 線 で あっ

た。 サ ー ビ ス品 目別 回線 数 の伸 び は、 全体 と して低 速 回線 ほ ど増 加傾 向 が 大 きい。 また、 サ ー ビ

ス品 目別 回線 数 に お け る新 規事 業 者 の シェ ア は、 高 速 回線 ほ ど大 きい傾 向 にあ っ た。

一16



第1節 国 内情報 通信 サ ー ビ スの動 向 吻蝿一1

イ ー般専用サ ー ビス ㈹

一般専用サ ー ビスは、① 電話、 ファクシ ミリ通信 、②銀行 の預金業務 のオ ンライン処理、③航

空会社の座席 予約業務 の リアル タイム処理、④流通業 のPOSシ ステム等 のデータ伝送、⑤放送

業の ラジオ放送 中継等 に利 用 されてい る。

一般専用サー ビスの総 回線数(NTTと 長距離系及 び地域系新 第一種電気通信事業 者の合計10

社の総数)は 、6年9月 末現在104万3,531回 線(対 前年同期比2.4%増)で あ る(第1-1-1

-14図 参照) 。

第1-1-1-14図 一般専用サー ビス回線数の椎移
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NTT、 新 事 業 者 資 料 に よ り作 成

総 回線 数 を帯 域 品 目 ・符 号 品 目別 にみ る と、帯域 品 目の総 回線 数 は69万2,747回 線(同1.1%増)

と増 加傾 向 にあ る。 この うち電話 網 相 当 の規 格 を有 す る3.4kHz回 線 と音 声伝 送 回線 が大 部分(帯

或品 目の 回線 数 の98.6%)を 占 め てお り、 これ らの 回線 数 の 合計 は68万2,897回 線(同1.2%増)

ビあ る。

一 方
、 符 号 品 目の総 回線 数 は35万784回 線(同5.1%増)と 増 加傾 向 にあ る。 この うち前 年 同期

ヒヒで伸 び が大 きい 回線 品 目は、9,600b/s回 線 で4万4,511回 線(同10.1%増)と な っ て い る。

一

一

一 ロ符号 品目の回線数

ロ帯域 品目の回線数

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

(注)一 般専 用サ ー ビ ス とは、 ア ナ ログ伝 送 に よって決 め られた周波 数帯 を利 用で きる 「帯域 品 目」 と、デ ジ タル伝送 によ り一 定の伝 送

速 度 を保証 して い る 「符号 品 目」 に大 別 され る。
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一 第1章 情報通信サービスの動向

また、新事業者 の総 回線数 は!万8,849回 線で あ り、一般専 用線 の総 回線 数 にお け るシェアは1.8

%(同0.6ポ イン ト増)と 小 さい。

帯域品 目、符号品 目 ともに回線数の伸びは鈍 化 して いる ものの、回線数 は増加傾 向 にあ る。

(5)デ ジ タルデ ータ伝送サ ー ビス

NTTの 提供 す るデ ジタルデー タ伝送サ ー ビスには、パ ケ ッ ト交換 サー ビ ス、 フレー ム リレー

サー ビス及び回線交換サー ビスがあ る。

パ ケ ッ ト交換サー ビスの回線 数は、6年9月 末現在43万1,563回 線、(対 前年 同期比8.2%増)で

あ る。特 に、加入電話網 を介 してパ ケ ッ ト交換網 に簡単 にア クセ スで きる第2種 パ ケ ッ ト交換サ

ー ビスの回線数 は、6年9月 末現在39万3,774回 線(同10.3%増)で 、伸 びは鈍化 してい るもの

の増加傾向 にあ る。回線交換サー ビスは2年 度以 降減 少 してお り、6年9月 末現在5 ,767回 線(同

18.3%減)で あ る(第1-1-1一 ユ5図参照)。

第1-1-1-15図 デジタルデータ伝送サービス回線数の推移
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一 方
・幅 テレコ ミュニ ケー シ ・ン㈱ によるパ ケ ッ 咬 換サー ビ スの回繍 は

、6年9月 末現

在329回 線(同48.9%増)で あ る。

さ らに・6年11月NTT及 び 躰 テ レコム㈱ 、7年3月 第二醜 ㈱ によ り、蘇 のパ ケ ッ ト交

換方式 に比べ・交換 方式 を鯨 化 し・高速 ・熔 量のデー タ伝送 を可能 とした フ レ_ム リレー方

式 を用 いたデ ジタノレデー タ伝送サー ビスが提 供開始 されてい る(第 二 電電㈱ に
つ いては試謝 一

ビ ス としての提供)。
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第1節 国内情 報 通信 サー ビ スの動 向 ■■一

コ ラ ム1
「フ レ ー ム リレ ー 」

(1)フ レー ム リレー 方 式 の概 要

フ レー ム リレー 方 式 は、高速 で 経 済 的 なWAN(WideAreaNetwork)〔lllの ニー ズ

に応 え るた めの デ ー タ伝 送 方式 で 、64kb/s～2Mb/s程 度 の速 度 に対応 す る。

フレー ム リレー 方 式 の特 徴 は 、パ ケ ッ ト交換 サ ー ビ スで 利 用 され るX.25と 似 た通信

プ ロ トコル で あ るが 、再 送 制御 等 の処 理 を省 略 しプ ロ トコル を簡 素 化 して処 理 負担 を

軽 減 させ た こ とで 、 よ り高速 の デ ー タ交 換 に対 応 が 可 能 となっ た こ とで あ る。 この よ

うにプ ロ トコル を簡 素 化 で きた 背景 には、 光 フ ァ イバ を利 用 した伝 送路 の 回線 品質 が

大 き く向上 した こ と、 端 末 の 高性 能化 に よ り端 末 に再 送 制 御機 能 を組 み 込 む こ とが 可

能 とな っ た こ とが あ る。 この ほか 、高 速 デ ー タ通信 に加 え、 論 理 多重 通信 がで きる、

バ ー ス ト的 な トラ ヒ ック に耐 え うる柔 軟 な チ ャネ ル速 度 、 常時 接 続 が 可 能 といっ た特

徴 も持 っ て い る。

プロ トコル構成図

/

論 理チャンネル多重

r-

∠

!

〆

一 一 一 一

一 π 一 一

一 一 一 一

一 冒 一 一

'一 一 一

伝 送エラーによる再 送 制御

フロー制御

フレーム長 の 検 出

伝 送エラーの検 出
一 一 一 一

一 一 一 一

電気 ・物理条件

∠

/

ルーム長 の 検 出

伝 送エラ吻 検 出

一 一 一

/

第3層

(ネットワーケ層)

/

/

/

/

第2層

(デー列 ンク層)

第1層

(物理層)

パ ケ ッ ト(X.25)フ レーム リレーOSI参 照 モデ ル

(2)日 本で の フレーム リレーサー ビスの提供状況

我 が国で は、4年 か らユ ーザが 自営 フレー ム リレー網 を構築 す るための機器 の販売

が始 ま り、5年1月 か ら第二種電気通信事業者 によ るフレーム リレーサー ビ スが始 ま

り、6年11月 か ら第一種 電気通信事業者 によ るフレー ム リレーサー ビ ス(試 験サー ビ

ス としての提供 は6年4月 か ら)が 始 まった。

」
(注)WANと は、LANに 比べ 広域 をカバー す るネ ッ トワー クで あ り、通イ、胃享業一者が提 供 す る公衆llll線・サー ビスを利 用 して構 築3層るの

が一般的 で あ る。
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圏■ 第1章 情報 通信 サ ー ビスの動 向

(6)lSDNサ ー ビス

ISDNサ ー ビ スは、 音 声 に よ る通 信 、 フ ァ ク シ ミ リ、 デ ー タ 及 び映 像 等 の情 報 を大 量 に、高

品 質 か つ経 済 的 に伝 送 した い とい う高 度 化 、 多様 化 す る情 報 通 信 の 需要 に応 え るた め、 デ ジタノレ

ネ ッ トワー クに よ り提 供 され て い る公 衆 サ ー ビ スで あ る。

現 在 、 国 内 にお い て は、NTTの み がISDNサ ー ビ ス を提 供 して お り、 その サ ー ビ ス には、

基 本 イ ン タ フェ ー ス に よ るINSネ ッ ト64と 、 よ り高 速 な通 信 も可 能 なINSネ ッ ト1500が あ

る。 さ らに、通 信 形 態 に応 じた通 信 モ ー ドの選 択 が可 能 で あ り、 通 信 モ ー ドの種 類 に は、通 話、

デ ジ タル通 信(64kb/sの ほ か、1次 群 イ ン タ フェー ス は384kb/s及 び1.5Mb/sの 選 択 が 可 能)、 ・f

ケ ッ ト通 信 が あ る。 また 、 通 信 中着 信 通 知 、 フレ ッ クス ホ ン等 の 電 話 サ ー ビ ス よ り も高 度 な付加

サ ー ビ ス もあ る。

INSネ ッ ト64に つ い て は、① コ ン ビニ エ ン スス トア の売 上 高 管 理 等 のPOSデ ー タ通 信、②

高 精 細 な ファ ク シ ミ リ通 信 等 を 中心 に、 またINSネ ッ ト1500に つ いて は、①PBXや デ ー タ通

信 等 の企 業 通信 シ ステ ム、② テ レ ビ会 議 等 の映 像 伝 送 等 を 中心 に利 用 され て い る。

NTTが 提 供 して い るISDNサ ー ビ スは、6年12月 末 現 在 、サ ー ビス提 供 地 域 数 が2,940地 域

(対 前 年 同期 比15.5%増)で 、契 約 回線 数 は、INSネ ッ ト64が30万6 ,102回 線(同44.8%増)、

INSネ ッ ト1500が5,943回 線(同43 .7%増)で あ る(第!-1-1-16図 参 照) 。
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第1節 国内情報通信サービスの動向一

ISDNの 利 用 は、 当初 は専 用線 のバ ックア ップ としての利用等 に使 われて いたが、最近 は上

記の よ うな分 野で の利 用形態が増 えて きてお り、今後 も契約 回線数 は増加 して い くもの と考 え ら

れ る。

(7)衛 星通信サ ー ビス

衛星通信サ ー ビスは、衛星 を開発 した宇宙開発事業 団 と現在利用 してい るNTT等 が共 同所有

して いる通信衛星3号 一a(CS-3a)及 び通信衛星3号 一b(CS-3b)、 ㈱ 日本サ テ ライ

トシステムズのJCSAT-1及 びJCSAT-2、 宇宙通信㈱ のスーパーバ ー ドA及 びスーパ

ーバ ー ドBの6機i(7年3月 末現在)の 通信衛星 によ り行 われ、総 トランスポ ンダ(電 波中継器)

数は140本 、(CS-3の24本 、JCSATの64本 、 スーパ ーバ ー ドの52本)で あ る。 また、通信

衛星 を利用 して情報 の送受信 を行 う地球 局 として無線局免許 を受 けてい る数 は、6年12月 末現在

4,628局 で あ る。

誌

灘 あ.

仰

車載型地球局
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■一 第1章 情 報通 信サ ー ビ スの動 向

(8)電 報サー ビス

NTTに よ り提供 されて いる電報サー ビスの総通数 は、6年 度上 半期で2,015万 通で あ った。総

通数の増 加傾向は昭和61年 度以降続 いていたが、4年 度 よ り減少 し、5年 度で は対 前年度比7。0%

の減 少、6年 度上 半期 につ いて も対前年度同期比9,3%の 減 少 となっ てい る(第1-1-1-17図

参照)。 昭和60年 度以 降 にサ ービスが開始 された 「メ ロデ ィ」、 「押 し花」等 の付加価値 電報 の通数

は、6年 度上 半期で1,324万 通(同1 .9%増)で あった。付 加価値 電報 の慶 弔電報 に占め る割合は

増加 を続 けてお り、6年 度上 半期 は71.2%と 、伸 び率 は前年 に比 べ て5.7ポ イン ト増加 している。

第1-1-1-17図 電報通数の推移
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NTT資 料 に よ り作 成

(注)1.6年 度 はE半 期 の 集 計 で あ る。

2・ 付 加 価 値 亀 報 に つ いて は・ 慶 弔 電報 に 占 め る付 加 価値 電 報 の 通 数 の割 合 で あ る
。

(9)ビ デ オテックス通信 サー ビス

キ ャプ テ坊 式 に よるビデ オテ ック 樋 信サー ビスがNTTは り提 供 され てお り
、 ビデオテ

ック樋 信サー ビスの利 用契糸蜘 よ・7年1月 糊 在!6万6 ,173契 約 でヌ寸前年 同其砒7 .7%増 であ

る・ また・6年10月 ・INSネ ッ ト回線 力ぎビデ オテック樋 信サ ー ビ スの利 用回線 品 目に追加さ

れ るな ど利 用者 の利便 性の向上 が図 られてい る。

一22



第1節 国内情報通信サービスの動向一

㈲ オ フ トー ク 通信 サ ー ビス

NTTに よ り提 供 され て い るオ フ トー ク通 信 サ ー ビ スは、7年1月 末 現 在 、セ ン ター 数 は182セ

ンターで あ り、 契 約 数 は26万6,545契 約 で 対 前 年 同期 比10.3%増 で あ る。

(11)国 内電 気 通 信 料 金

ア 電 気 通 信 料 金 の 改定

(力 電 気通 信 料 金 の 低 廉 化

近 年 、 電 気通 信 の 各分 野 にお いて料 金 の低 廉 化 が進 んで い る。 日本銀 行 の 「企 業 向 けサ ー ビ ス

価 格指 数 」 に よ る と、 全 サ ー ビ ス業 の総 平均 で は昭 和60年 を100と す る と、6年7月 ～9月 平均

の指 数 は!16.5で あ り16.5ポ イ ン ト上 昇 して い るの に対 して、6年7月 ～9月 平均 の国 内 電 気 通

信 の指 数 は84.1で あ り、15.9ポ イン ト低 下 して い る。特 に、無 線 呼 出 し(6年7月 ～9月 平均 の

指 数70.0)、 自動 車 電 話(同72.6)、 専 用 回線(同81.1)の 指 数 が大 き く低 下 して い る(第1-!-

1-18図 参 照)。

第1-1-1-18図 企業向けサー ビス価格指数の推移

幾

120「

1101
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90」

80「
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一[ト 全サービスの

通信全体

+国 内電気通信

全体

+電 話

+専 用回線

一ロー 自動車電話

一〇一 笹線呼出 し

+イ 手力11佃bf匡1通f口

60

50

60 11一rl, 、1 ,と 会 1-一一1 ら 6LI6Lnb、

イ1

「企業 向 けサ ー ビ ス価 格指 数 遡 及表 」(日 本銀 行 〉 に よ り作 成

(注1)図 中 、61、611、6111は 、 各 々6年1～3月 、6年4～6月 、6年7～9月 を示 す。

(注2)指 数 の基 準 時 及 び ウ ェ イ ト算 定 年次 の 改 定 に よ り、 昭 和60年 平 均 を100と した デ ー タ は6年10月 以 降 は計 算 さ れ て い な い。
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第1章 情報通信サービスの動向

6年 度 にお いて は、 移 動通 信 サ ー ビ ス、

(第1-!-1-19.表 参 照)。

専用サー ビスの分野で料金の値下げが実施 されている

第1-1-1-19表6年 度における主な通信料金の改定の状況

分
野 事 業者 実施時期 利 用 料 金 等 の改 定 の概 要

電
言舌

NTT 1次

2月1日

2次

7年10月1日

基 本 料 の 改 定
・住 宅 用:200円/月 ～300円/月 の 値 上 げ
・事 務 用:250円/月 ～550円/月 の 値 上 げ
・級 局 格 差 の 縮 小

住 宅 用:各 級 局 間 の 格 差 を現 行200円 か ら150円 に 縮 小
事 務 用:各 級 局 間 の 格 差 を現 行300円 か ら150円 に 縮 小

NTT 1次

2月1日

2次

7年10月 ユ日

番 号 案 内 料 の 改 定
1案 内 ご と に30円 を 、 次 の よ う に 改 定 す る 。
昼 間 ・深 夜(8時 ～23時):月1回 目 の 案 内:30円

月2回 目以 降 の 案 内:60円/案 内

深 夜 ・早 朝(23時 ～8時):回 数 に 関 係 な く60円/案 内
注)公 衆 電 話 か ら の 案 内:1通 話 ご と に30円(据 え 置 き)
※ 深 夜 ・早 朝 の 区 分 は 、 平 成7年10月1日 か ら設 定

無
線
呼
出
し

NTTDQCoMo、

東 京 テレメソ七一ジ(株)

等 全40社

3月1日 受 信 機 の 売 り切 り制 に伴 う基 本 使 用 料 の 値 下 げ
基 本 使 用 料(呼 出 専 用)1,250円 ～1,500円

(数 字 表 示)1,700円 ～1,800円
(自 由 文 表 示)2,500円 ～3,600円

携
帯

.

自
動
車
電
話

NTTDoCoMo

日 本 移 動 通 信(株)

関 西 セルラー電 話(株)

等18社

4月1日 移 動 機 の 売 り切 り制 に 伴 う基 本 使 用 料 及 び 新 規 加 入 料 の

値 下 げ
基 本 使 用 料 …12,000円 ～16,000円 一7,500円 ～9,500円

(各 社 の 主 力 商 品)
新 規 加 入 料 …43.800円 ～45.800円 →32.500円 ～36.000円

NTTDoCoMo

日 本 移 動 通 信(株)

関 西 セルラー電 話(株)

(株)東 京 デ ジ タルホン

(株 〉ツーカーセルラー東 京

等 全24社

12月1日 新 規 加 入 料 、 基 本 使 用 料 及 び 通 話 料 の 値 下 げ

新 規 加 入 料 … 値 下 げ率41.7～49.2%
基 本 使 用 料 … 値 下 げ率0～11。8%
通 話 料 …

① 深 夜 ・早 朝 時 間 帯:値 下 げ 率3.7～57.9%(全 社)
② 選 択 二 部 料 金 の プ ラ ンB(低 い 基 本 使 用 料)(17社)
③ 選 択 制 の 通 話 料 月 極 割 引 サ ー ビ ス の 導 入(日 本 移

動 通 信(株))
NTrDoCoMo等9社 7年4月1Ei 通 話 料 の 値 下 げ 等

① 全 国 同 一 の 料 金 体 系 を 地 域 会 社 ご と に異 な っ た も の
に 変 更

② 料 金 区 分 を 現 行 の160㎞ 内 外 か ら 、 会 社 の エ リ ア 内
外 を基 本 とす る 体 系 に 変 更

③ エヌ・ティ・ティ移 動 通 信 網(株)の 値 下 げ 例
260円 一>230円(ア ナ ロ グ方 式 プ ラ ンA平 日昼 間3分 間

エ リ ア 内 料 金)
公
衆
電
話

NTT 4月1日 公 衆 電話 の通 話料 金 の改 定
市 内通 話 料 金 につ い て1分 半10円 か ら1分 間10円 の通 話
とな る よ うに値 上 げ

専
用

第 二 電 電(株)

日 本 テレコム(株)

日 本 高 速 通 信(株)

4月1日 一 般 専 用 及 び 高 速 デ ジ タル 伝 送 サ ー ビ ス の 料 金 の 値 下 げ
一般 専 用 サ ー ビ ス の 値 下 げ 率 … 平 均5 .2%
高 速 デ ジ タ ル 伝 送 サ ー ビ ス 値 下 げ 率 … 平 均10 .3%

東 京 通 僖 ネットワーク

(株)等7社

5月1日 一 般 専 用 及 び高 速 デ ジ タ ル 伝 送 サ ー ビ ス の 料 金 の 値 下 げ
一 般 専 用 サ ー ビス の 値 下 げ 率 … 平 均0 .1～9.9%
高 速 デ ジ タ ル 伝 送 サ ー ビ ス 値 下 げ 率 … 平 均5 .0%～7.2%

デ

ジ

タ

ノレ

テ"

[

タ

伝

送

日 本 シティメデ ィア(株) 6月1日 テ レ タ ー ミナ ル 通 信 サ ー ビ ス の 利 用 料 金

月 額 料 金7,000円 、10,000円 の 他 に 、新 た に4 ,000円

薯i慧 糊 料2・400円 ・通 言醐1・ … 円(・ … ぴ ケ・・ま で))

郵政省資料により作成
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第!節 国 内情報 通信 サ ー ビ スの動 向 瞳 濫

移動通信サ ー ビスの料金低廉 化 としては、無線呼 出 しサ ー ビスで は、受信機 の売 り切 り制導 入

に伴 い、7年3月 、無線呼 出 しサー ビスを提供 す る40社 によ り、基本使用料の値 下 げが実施 され

た。 また、携 帯 ・自動車 電話サ ー ビスで は、移動 機の売 り切 り制導 入 に伴 い、6年4月 、携帯 ・

自動車電話、簡 易陸上移動無線電話及 びマ リネ ッ ト電話の全事業者 に よ り、基 本使 用料 の値下 げ

が実施 された。 また、6年12月 、携帯 ・自動車 電話の全事業者 によ り、新規加入料、基本使用料

及 び通話料 の一部の値 下 げが実施 された。携 帯 ・自動車 電話 の新規加入料 及び基本使用料 は、 こ

れ ら6年 度 に実施 された2回 の値下 げによ り、移動磯 の売 り切 り制が導 入 され る以前 の約半額 と

な り、料金 の低廉 化が進 展 した。さ らに、7年4月 、NTTDoCoMo等 地域別9社 が通話料 の値

下 げを行 った。

専用サ ー ビスの料金低廉i化 として は、6年4月 、第二 電電㈱、 日本 テレコム㈱ 、 日本高速通信

㈱ の長距離系新事業者3社 によ り、一般専用サ ー ビスの料金が平均5.2%、 高速 デ ジタル伝 送サー

ビスの料金が平均10.3%値 下 げされた。 また、6年5月 、東京通信 ネ ッ トワー ク㈱ 等の地域系新

事業者7社 によ り、一般専 用サー ビスの料金が各社平均0.1%～9.9%、 高速 デ ジタル伝送 サー ビ

スの料金 が各社平均5.0%～7.2%値 下 げ された。

(イ)基 本料及び番号案内料の改定

6年3月 、NTTよ り申請のあった基本料及 び番号案 内料の改定 に関 し、6年10月 、電気通信

審議 会よ り、①基本料 の住宅用料金 改定幅 の圧縮 、② 実施時期 の配慮、③利用者 に対す る料金改

定の趣 旨 ・内容 の十分 な周知、円滑 な導 入、④ 基本料 の長期的 な安定牲 の確 保、⑤ 番号案 内事業

の抜本的 な経営改善計画 の策定等 を旨 とす る答 申が出 された。 それを受 けて、6年!2月 、NTT

よ り、上記答 申 を踏 まえた再 申請が行 われ、同 月、NTTに よる基 本料 及び番号案内料 の改定 が

認可 された、 これに よ り、一般加 入電話の基 本料 につ いては、7年2月 と10月 の二回 に分 けて料

金改定が実施 され、最終的 には、住 宅用基本料 は月額200円 ～300円 、事務 用基本料 は月額250円 ～

550円 引 き上 げ られ、同時 に基本料 の局級格差 は縮小 され るこ とになる。また、番号案内料 にっ い

ては、7年2月 に料金改定が実施 され、月二 回 目以降 の使 用、深夜 ・早朝 の使 用 を対象 として30

円か ら60円 に改定 された。

イ 電気通信 料金の多様 化

電話等 の料金 の競争 は、従 来、料金水準面 を中心 に展開 されて きたが、加 入者交換機 のSPC

化 ㈹の進 展 によ り多様 な料金 を導入で きる設備面 の環境 が整備 され て きた こ とな どか ら、 近年、

利用者のニー ズ、利 用形 態の多様化等 に対応 した多様 な料金 が設定 され るよ うにな りつつ あ る。

6年 度 にお いて は、電話サー ビス、移動通信サ ー ビス、専 用サー ビスの分野で料金 の多様化 が

実施 され てい る(第1-1-1-20表 参照)。

(注)SPC(StoredProgramControl)と は、デ ジタル交換機等 で採 用 され る制御 で あ る。交換動 作 に必要 な]究順や 方法 が 記述 され た ソ

フ トウェ アやデ ー タをあ らか じめ記 憶装 置 に入れ てお き、 このプ ログ ラムを1ス テ ップ すつ読 み出 して 交換 処 理 を行 う方式で あ る。
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一 第1章 情報通信サービスの動向

第1-1-1-20表6年 度における主な通信料金の多様化の状況

分 一

野 事 業 者 実 施 日寺期 利用 料 金等 の 多様 化 の概 要

電
言舌

NTT 7月19日 回 線 群 単 位 の 市 外 通 話 料 金 の 月 極 割 引 サ ー ビ ス の 導 入
定 額 料(4,500円 ～45,000円)を 支 払 う こ と に よ り・通 話
料 金 を 一 定 率(10%～20%)割 り引 く ■

回 線 群 単 位 の 市 外 通 話 料 金 の 月 極 割 引 サ ー ビ ス の 導 入
定 額 料(4,000円 ～40,000円)を 支 払 う こ と に よ り・通 話
料 金 を 一 定 率(10%～20%)割 り引 く

第 二 電 電(株)

日 本 テレコム併朱)

日 本 高 速 通 イ言(株)

8月1日

日 本 高 速 通 イ言(株) 10月1日 「0070フ リ ー フ ォ ン」の 導 入
一 般 の 電 話 番 号 体 系 と は 異 な る 番 号 を使 用 す る 通 話 に

つ い て 、着 信 者(契 約 者)に 課 金 す る と と も に ・ 契 約 者
に 対 し高 度 機 能 を 提 供 す る 。
ま た 、こ の 利 用 者 に 対 し て は 、定 額 料(2.000円)を 支 払
う こ と に よ り 、利 用 金 額 に 応 じて 回 線 群 単 位 で 割 引
(10%～25%)を 行 う。

日本 高 速 通 信(才 朱) 11月1日 特 定 通 話 先 に 係 る 通 話 料 金 月 極 割 引 サ ー ビ ス
毎 月100円 の 定 額 料 を 支 払 う こ と に よ り、利 用 者 が あ ら
か じめ 指 定 し た 通 話 先(3通 話 先 以 内)に 係 る 通 話 に つ
い て 、通 話 料 を10%割 り引 く。

第 二 電 電(株) 12月1日 同 毎 月150円 、5通 話 先
日 本 テレコム(株) 12月20日 同 毎 月200円 、10通 話 先

NTT 3月1日 特 定 市 外 局 番 に係 る全 時 間帯 通 話 料 金 月 極 割 引 サ ー ビス
毎 月 一 定 額 を支 払 う こ と に よ り、 あ らか じめ 指 定 す る
特 定 の 市 外 局 番 に係 る通 話 料 金 を 時 間 帯 に か か わ りな
く一 定 率 割 引 くサ ー ビス

携
帯

・

自
動
車
電
言舌

NTTDoCoMo

関 西 セルラー電 話(株)

等4社

4月1日 選 択 二 部 料 金 制 の 導 入(800MHzデ ジ タ ル方 式)
基 本 料 金 は安 い が 、通 話 料 は 高 い 料 金 の 設 定

日 本 移 動 通 イ言(株) 4月1日 選 択 二 部 料 金 制 の 導 入(TACS方 式)

(株 〉東 京 デ ジ タルホン

(株)ツ ーカーセルラー東 京

等4社

4月1日 選 択 二 部 料 金 制 の 導 入(1.5GHzデ ジ タ ル 方 式)

NTTDoCoMo

等9宇 土

5月20日 夜 間 ・土 日祝 限 定 利 用 サ ー ビ ス の 提 供
従 来 の 終 日 提 供 す る サ ー ビ ス に 対 し 、利 用 時 間 が 限 定
さ れ る か わ り に 利 用 料 金(基 本 使 用 料 及 び 新 規 加 入 料)
が 安 い サ ー ビ ス で あ る 。
サ ー ビ ス の 提 供 時 間 平 日:午 後7時 ～ 午 前8時

土 曜 、日 曜 、祝 日:終 日
料 金(ア ナ ロ グ 方 式)

基 本 使 用 料:2.900円 新 規 加 入 料:11,000円
通 話 料 現 行 の 夜 間 及 び 土 曜 ・日 曜 一祝 日 の 昼 間 並 び に
深 夜 ・早 朝 の 料 金 を適 用
対 象 と な る 方 式:

ア ナ ロ グ 方 式(5/20～)デ ジ タ ル 方 式(12/1～)
関 西 セルラー電 話(株)

等 全8卒 土

6月1日 選 択 二 部 料 金 制 の 導 入(ア ナ ロ グ 方 式)

NTTDoCoMo

等 全9卒 土

7月1日 選 択 二 部 料 金 制 の 導 入(ア ナ ロ グ方 式)

日 本 移 動 通 イ醤(株) 8月1日 選 択 二 部 料 金 制 の 導 入 ・拡 充(ア ナ ロ グ 方 式 及 びTACS方 式)

NTTDQCQMo

等 全7室 土

10月1日 選 択 二 部 料 金 制 の 導 入(1 .5GHzデ ジ タ ル 方 式 等)

NTTDoCoMo

等 全9宇 土

11月1日 ユ ー ザ 単 位 の 月 極 割 引 サ ー ビ ス

定 額 料(15.000円 ～60.000円)を 支 払 う こ と に よ り 、通話 料 金
を 一 定 率(15%～25%)割 り 引 く

日 本 移 動 通 イ言(株) 12月1日 選 択 二 部 料 金 制 の 拡 大(デ ジ タル) 、選 択 制 の 通 話 料 月 極割
引 サ ー ビス 等 の 導 入

専
用

第=.貿 至電(株)

日 本 テレコム(窄朱)

1ヨ本 高 速 通f計(不 朱)

4月1日 長 距 離 継 続 利 用 割 引 の 拡 充
高 速 デ ジ タ ル伝 送 サ ー ビス に お い て 、契 約 期 間6年(割引 率

ll%)の 長 期 利 用 割 引 を追 加
東 京 ナ堕 イ言 ネットワーク

(亦朱)等 ・ 全6祁 二

5月1日 長 距 離 継 続 利 用 割 引 の 新 設 ・拡 充
高 速 デ ジ タ ル 伝 送 サ ー ビ ス に お い て 、契 約 期 間3～6年(割引

率5%～11%)の 長 期 利 用 割 引 を 新 設 ・拡 充
テ"

ジ

タ

ノレ

テ"

1

タ

イ云

送

日 本 シティメテ"イ ア(株) 6月1日 端 末 の レ ン タ ル 制 の 導 入
テ レ タ ー ミ ナ ル 通 信 サ ー ビ ス に お い て 、パ ネ ル タ ッ チ入 力 等 に よ

る 文 字 等 に よ る 双 方 向 通 信 が 可 能 な 新 タ イ
プ の 端 末2機 種 に つ い て レ ン タ ル 制 を 導 入

郵政省資料によりf/成
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第1節 国内情報通信サービスの動向一

電話サ ー ビスの料 金多様 化 として は、6年7月NTT、6年8月 第二 電電㈱、日本 テレコム㈱、

日本高速通信㈱ の長距 離系新事業者3社 に よ り、回線群 単位の市外通話料 金の月極割 引サ ービス

(毎月一定額 を支払 うこ とで、利 用者 の指 定 した同一設置場所の回線群か ら発信 された市外通話

につ いて、通話 した時間帯 ・曜 日にかか わ りな く、通話料金 を一定率割 引 くサ ー ビス)が 提 供 さ

れた。 また、6年11月 日本高速通信㈱ 、6年12月 第二 電電㈱及 び 日本 テ レコム㈱ によ り、通話先

指 定の全時 間帯割 引サ ー ビス(毎 月一定額 を支払 うこ とで、利用者があ らか じめ指定 した通話先

に係 る通話 につ いて、通 話 した時 間帯 ・曜 日にかか わ りな く、通話料金 を一定率割 引 くサー ビス)

が提供 された。 さ らに、7年3月NTTに よ り特 定市外 局・番指 定の全時間帯通 話料金 月極 割引サ

ービス(毎 月一 定額 を支払 うこ とで、 あ らか じめ指 定す る特定の市外局番 に係 る通話 料金 を時間

帯 にかかわ りな く一定率割 引 くサ ー ビス)が 提供 された。

移動通信サー ビスの料 金多様化 としては、6年4月 、携 帯 ・自動車 電話 の全事業者、簡易陸上

移動無線電話の㈱ テ レコム青森 及び釧路 テレコム㈱ によ り、選択二部料金制(定 額 の基本使用料

を複数設定 し、 それに対応 した通話料 を設定す る もので、 「高 い基本使用料 と低 い通話料 」と「低

い基本使用料 と高 い通話料」といった複数の組合せの二部料金 を設定す る料 金制)が 提供 された。

また、6年5月 、NTTDoCoMo等 地域別9社 によ り、夜間 ・土 日祝限定利用サー ビス(従 来の

終 日提 供す るサー ビスに対 し、利 用時 間が限定 され るかわ りに基本使用料 と新規加入料が安 いサ

ー ビス)が提供 された。 また、6年4月NTTDoCoMo等 地域別9社 及び関西 セル ラー電言刮㈱等

地域別8社 、6年12月 日本 移動通信㈱ によ り、選択制 の月極割引サー ビスが提 供 された。さ らに、

6年11月 、NTTDoCoMo等 地域別9社 によ り、ユ ーザ単位の月極割引サー ビス(毎 月一定額 を

支払 うこ とによ り、ユーザ単位 で通 話料金 を一定率割 り引 く月極割引サー ビス)が 提供 された。

専用サ ー ビスの料金多様 化 としては、6年4月 、第二電電㈱ 、 日本 テレコム㈱、 日本高速通信

㈱ の長距離系新事業者3社 によ り、高速デ ジタル伝送サー ビスの長期継続利用 に対す る料金割 引

内容が拡充 された。 また、6年5月 、東 京通信 ネ ッ トワー ク㈱等 の地域系新事業者7社 によ り、

高速デ ジタル伝送サー ビスの長期継続利 用 に対 す る料金割 引内容 が新設 ・拡 充 された。

2放 送サ ー ビス

6年 度の放送サー ビス分 野の動 向 を概観 す る と、 まず、衛星放送 につ いては、昨年度 に続 き契

約数の伸 びは鈍 化 してい る ものの、NHKに よ るテレビジ ョン放送 を中心 に着実 な普及がみ られ

る。

通信衛星 を利 用 した放送 は、テレビジ ョンにつ いては、1社 が新 た にサー ビスを開始 し11社11

番組、PCM音 声放送 につ いては、提供事業者 の合 併 によ り1社 減少 し3社14番 組 が認 定 されて

い る 。
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.、イビジ ョン放送 につ いてはハ イビジ ョン用 テ レビの価格低廉化等 を受 け家庭 への普及 が進ん

で お り、 また、 これ まで の試験放送 に代 え、6年11月 か ら・実用化試験放送 が開始 された・

ケ_ブ ノレテ レビの分野で は、大規模 ケーブル テレビを中心 に施 設数 契約 数の拡大傾 向が続い

て い るほか、大量伝送、 双方向の機能 を利 用 した新 しいサ ー ビスの提供 に向 けた取組 がなされて

い る。

また放送局の再免許 に関 しては、6年9月 に、全国朝 日放送㈱ 元報道 局長発言問題 に関す る措

置が講 じられたほか、同年11月 に、衛星 デ ジタル音楽放送㈱ 及 び㈱ 近畿放送 に再 免許 が与 えられ

た。

(1)放 送 時間 ・放送局数の動 向

ア 放送時間

民間放送事業者 によ る、6年10月 か ら12月 の1日 当た りの総放送時 間 は、テ レビジ ョン放送が

2,395時 間(対 前年 同期比0.1%増)、 ラジオ放送が2,130時 間(同1.1%増)で あっ た。 これを1社

当た りにつ いてみ る と、 それ ぞれ19時 間57分(同9分 減)、23時 間9分(増 減 な し)と なってい

る。

一方
、NHKの5年 度 におけ るチャ ンネル別の1日 当た り平均 放送時 間は、総合 テレビジョン

放送が19時 間1分(対 前年度比2分 減)、 教育 テレビジ ョン放送が18時 間6分(同6分 減)、 ラジ

オ第1放 送 が23時 間29分(同3分 増)、 衛星 第1テ レビジ ョン放送 が22時 間59分(同3分 増)、衛

星 第2テ レビジ ョン放送が22時 間39分(増 減 な し)等 で あった、

イ 放送局数

6年 度末現在 の放送 局数(中 継局数 を含 む)は 、地上系及 び衛星系の合計で、3万9,194局(対

前年度比1.3%増)で あった。 この内訳 は、NHKが1万8,185局(同0.1%減)、 放送大 学学園が

5局(増 減 な し)、民間放送 が2万1,004局(同2.6%増)と なっ てい る。

(2)衛 星放送

6年 度 にお ける放送衛星3号(BS-3)に よ る衛星 放送 として は、NHK及 び 日本衛星放送

㈱(JSB)に よるテ レビジ ョン放送、衛星デ ジタル音楽放送㈱(SDAB)に よ るテ レビジョ

ン音声 多重放送 が行 われてい る。

また、6年7月 、BS-3を バ ックア ップす る補完衛星で あ るBS-3Nの 打 ち上 げが成功 し、

衛星放送 の安定的、継続的 な確 保が図 られた。

衛星放送 の6年12月 末現在 の契約者数 は、NHKが 対前年同期 比78万3千 契 約増(14 .0%増)

の637万 契約・JSBが 同23万6千 契約増(16.3%増)の168万4千 契約 、SDABは 、同2万3

千契約増(39・7%増)の8万1千 契約 となって いる(第1-1-!-21図 参照) 。NHK衛 星放送

受信契約数 がNHK受 信契約総数 に占め る割合 をみ る と18 .2%(対 前年 同期 比2.1ポ イン ト増)で

一28



第1節 国内情報通信サービスの動向一

あ り、衛星放 送が社会 に着実 に普 及 して きて い るこ とが分 か る。 なお、NHK衛 星放送受信契約

数(6年12月 末現在)を 全 国の世帯数(住 民基本 台帳 による。6年3月31日 現在)と 比較 す る と

7世 帯 に1世 帯程度 の比率 とな る。

第1-1-1-21図 衛星放送受信契約数の推移

700.0

600.0

契500
.0約

数400
.0

芳
契300・0

約
一200 .0

100.0

0.0

+NHK衛 星放送契約数

+JSB衛 星放送契約数

+SDAB衛 星放送契約数

孝争 垂 与
1236912369123

年 月

§
691236912

NHK、 日本衛星放送(株)、 衛星デジタル放送(株)資 料により作成

サ

h 一電= .

図

魁1黒 _

ゴ
し噸

細
NHKBS主 調整室

臆
コ

》

29一



一 第1草 情報通信サービスの動向

(3)通 信 衛 星 に よ る放 送

通 信 衛 星 を利 用 した放送 として は、6年 度末 現 在 、PCM音 声 放 送 につ い て は、6年10月 の㈱

ヒ。一 シー エ ム ・ジパ ング コ ミュ ニ ケー シ ョン ズ とニ ッポ ン ミュー ジ ッ ク コ ング レ ス㈱ の合 併 によ

り1社 減 少 し、3社 ユ4番 組 が 認 定 され て い る。 また、 テ レ ビ ジ ョン放 送 につ い て は、㈱ サ テ ライ

トニ ュー スが6年6月 に認 定 を受 けた(業 務 開始 は6年8月)こ とに よ り11社11番 組 が 認 定 され

てお り・ 映 画 や 音 楽 、 スポ ー ツ といっ たエ ン ター テ イ メ ン トを中 心 に、 有 料 の 専 門 チ ャ ンネル と

してサ ー ビ スを提 供 して い る(第1-1-1-22表 参照)。

第1-1-1-22表CS放 送事業 者の概要

区分 委託放送事業者名 主な放送内容 業務開始日 一
侑 料放送開始日)

テ

レ

ビ

ジ

ヨ

ン

放

送

(株)ス ペ ー ス シ ャ ワ ー ロック系の音楽

(国内及 び海外)
4年5月1日 一

(4年IO月1日)
(株)ジ ヤパ ン ス ポ ー ツ

チ ャ ン ネ ル

スポー ツ(国 内及 び海外) 4年5月1日

(4年10月1日)
(株)衛 星劇場 映画(邦 画主体)

演劇
4年12月1日 一

(5年4月1日)
(株)サ テ ラ イ ト

エ ー ・ ピ ー ・ シ ー

関西地方のスポーツ
上方演芸

6年4月1日

(6年6月1日)
(株)サ テ ラ イ ト ニ ュ ー ス 国 際 ニ ュ ー ス 6年8月1日

(6年8月 ユ日)
(株)日 本 ケー ブルテ レビ

ジ ョン
CNNを 中心 とす る国際 ニ ュー ス 4年4月21日

(5年5月1日)
(株)ス タ ー ・チ ャ ン ネ ル 映画(洋 画主体)等 4年4月21日

(4年5月1日)

ミュ ー ジ ッ ク チ ャ ンネ ル(株)
各 ジャンルの音楽
(国内及び国外)

音楽情報

4年!0月1日

(4年12月1日)

ミサ ワバ ン(株) 学生 ・一般向け教育番組、
教養番組

5年10月!日

(5年11月!日)
(株)衛 星チ ャンネル ニ ユース ・情 報

(国 内 及 び国外)
5年10月1日

(5年 ユユ月 ユ日)
(株)ス ペ ー ス ビ ジ ョ ン
、

不 ッ トワ ー ク

スポー ツ中継

上方 芸能 、娯 楽
5年10月!日

(5年ll月!日)

P

C
M

音
声

放

送

(株)ジ パ ン グ ・ア ン ド ・

ス カ イ コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ンズ

・海 外 ロ ッ ク

・国 内 ロ ッ ク

・趣 味 ・教 養

・ポ ピュ ラ ー

・環 境 音 楽 ・ク イ ズ 等

・国 内 音 楽

4年6月!8日

(4年12月1日)

(株)ミ ュー ジ ック バ ー ド

・ク ラ シ ッ ク

・ジ ャズ

・若 者 向 け音 楽

・歌 謡 曲

4年8月3日

(5年12月1日)

(株)サ テ ラ イ トミュ ー ジ ック

・海外 ポ ツ プ ス

・国 内 ポ ツ プ ス

・ラ イ ト ・ク ラ シ
ッ ク

・カル チ ャ ー

4年8月3日

(5年12月1日)

■■一 ■30



第1節 国内情報通信サービスの動向一

6年12月 末現在 、PCM音 声放送の受信契約数 は、約2万2千 契約(対 前年 同期比450.0%増)、

テレビジ ョン放送 の受信契約数 は、約23万9千 契約(対 前年 同期比125.5%増)と なっ ている。 こ

れを全国の世帯数(住 民基 本台帳 による。6年3月31日 現在)と 比較 す る と180世 帯 に1世 帯程

度の比率 とな る。

潔

,一
・撃

ノ

JCSAT-3

(写真提供:JSAT)

(4)ハ イ ビジ ョン放送

ハ イビジ ョン放送 は、3年11月 か ら(社)ハ イビジ ョン推進協会 によ り試験放送が行 われて き

たが、6年11月 か ら、実用化試験 放送が開始 された。実用化試験放送の免許方針 においては、(社)

ハ イビジョン推 進協会 への一括 免許 に代 え、ソフ ト提供者 ご とに免許 を付与 す るこ ととし、また、

1チ ャンネル を曜 日別 に分割 し、当該曜 日にお いて5時 間以上の放送 を最小 単位 として複数の枠

を設定す るこ ととしてい る。 これに対 し、NHK及 び一般放送事業者7社 が免許 を受 け、毎 日10

時間の放送が行 われ てい る。

ハ イビジ ョン放送 は、ノ・イビジ ョン用 のテレビを購入 すれば、各家庭 で視聴 す ることがで きる

ほか、全国の公開受信会場 で視聴 す るこ とがで きる。ハ イビジョン用の テレビは、価格 の低廉化

が進 んでお り、累計 出荷 台数は、6年12月 末 には約4万5千 台(日 本 電子機械工業会調べ)と 前

年 同期(約2万2千 台〉の2倍 に伸 びて いる(第1-1-1-23図 参照)。 また、ハ イ ビジ ョン用
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一一 ・第1章 情報 通 信サ ー ビ スの動 向

のテ レビに、ハ イビジ ョン放送 を現行放送 に変換 して視聴 す るM/Nコ ンバ ー タ付 きテレビを加

える と約20万 台の受信機でハ イビジ ョン番組が視聴 で きるな ど、家庭へ のハ イビジ ョンの普及が

進 んで い る。 また、公開受信会場数 も、ハ イビジョン試験放送 開始 時の3年12月 の139か 所 から、

6年12月 には626か 所 に増加 してい る。

第1-1-1-23図 ハイ ビジ ョン用テ レビ累積 出荷 台数
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(5)地 上系民間放送

ア 地上系民間テ レビジ ョン放送

地上系民 間テ レビジ ョン放送 は、全国各地域 にお いて最低4系 統 の放送 を受信 で きるこ とを目

標 に周波数 の割 当てが行 われて きてい る。6年 度末現在 、4チ ャンネル以上 の周波 数が割 り当て

られて いる地域(予 備免許 に至 らない もの も含 む。)は 、33都 道府 県(全 国 の総世帯 数の89 .0%)

で あ る(第1-1-1-24図 参照)。

開 局状 況 につ いてみ ると、6年 度 には、鹿児 島県(4局 目)で 新 しい民間 テレビジ ョン放送局

が放送 を開始 した。

凋■■國圃32
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ノ

ダ

第1-1-1-24図 地上系民間テレビジョン放送用周波数割当ての現状

/
!.

拶

(6年 度 末現在)

國國 ・・… ・6波 地 区(7都 県)

[コ … …5波 地 区(13道 府 県)

[]… …4波 地 区(13県)

ロ … …3波 地 区(ll県)

[]… …2波 地 区(2県)

[]・ … ・・1波 地 区(!県)

(注).東 京 は 、 都 域 局 予 備 免 許 中 。

2.茨 城 及 び 栃 木 は 、 県 域 局 が 予 備 免 許 に 至 っ て い な い 。

2 3愛 媛 は、4局 目予備免許 中。

4岩 手 及び沖縄 は、4局 目が予備免許 に至 っていない。

5.福 井 、高知及 び宮崎 は、3局 目が予備免許 に至 っていない。

6.徳 島は、2局 目が予備免許 に至 っていない。

郵政省資料 によ り作成

イ 民間FM放 送

民間FM放 送 は、 その全国普 及 を図 るこ とを 目標 として周波数の割 当てが行 われて きてお り、

6年 度末現在 、45都 道府県(全 国の総世帯数 の97.1%)に 、民間FM放 送 の周波数が割 り当て ら

れている(予 備免許 に至 らない もの も含 む。)(第!-1-1-25図 参照)。

6年 度 にお いては、栃木県(1局 目)で 新 しい民間FM放 送 局が放送 を開始 した。
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一 第1章 情報通信サービスの動向

第1_1-1-25図 民間FM放 送用周波数割当ての現状

(6年 度 末 現 在)

ダ

!/

讐
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[]… …2波 地区(5都 道府県)

[]・ … ・・1波地区(40府 県)

■■ … … 未割 当て地 区(2県)

(注)岐 阜 、奈良、和歌 山及 び岡山は、

郵政省資料 に よ り作成

!局 目が予備免許 に至 ってい ない。

(6)ケ ーブルテ レビ

ァ 施設数

ヶ一ブル テレビの施設数 は、5年 度末現在、5万8,950施 設(対 前年度末比4.5%増)で あるが、

これを規模 別 にみ る と、引込端子数50以 下で テレビジ ョン放送 の同時再送信 の み を行 っ ている小

規模施設が2万5,860施 設(同4.8%増)、 引込端子数51～500、 又 は引込端 子数 は50以 下だが 自主

放送(テ レビジ ョン放送 の同時再送信以外の放送)を 行 う届 出施 設が3万1,599施 設(同3.9%増)、

引込端子数501以 上 の許 可施設が1,491施 設(同8.8%増)と なってお り、 ケーブル テ レビの大規模

化が進 んで い るこ とが うかが える(第1-1-1-26図 参照)。

また、施設数 を提供サー ビス別 にみ る と、再送信のみ を行 うものは5万8,325施 設(同4.9%増)、

自主放送 を行 う もの は625施 設(同11.0%増)で あ り、 自主放送 を行 うケーブル テ レビの伸 びが大

きくなって いる。

自主 放送 を行 うものの うち、引込端子数が1万 以上、 自主放送5チ ャンネル以上(自 主放送の

チ ャンネル数 には、通信衛星 によるテレビジ ョン放送 の同時再送信 のチ ャ ンネル数 を含 む。)で呼

継増 幅器が双方向機能 を有 す るいわゆ る都市型 ケーブル テレビは、対前年 度比6.0%増 の158鰯
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第1-1-1-26図 ケーブルテレビ受信契約数及び施設数の推移
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(7年2月 現在 で は170施 設)と な っ て い る。

イ 受 信 契 約 数

ケー ブル テ レ ビの 受信 契 約 数 は、5年 度末 現 在 、922万8,095契 約(対 前 年 度末 比10.6%増)で

あ り、 規模 別 にみ る と、小 規 模施 設 が60万4,462契 約(同4.2%増)、 届 出施 設 が449万2,512契 約

(同3.9%増)、 許 可 施 設 が413万1,121契 約(同20.1%増)と なっ て い る。

また、提 供 サ ー ビ ス別 に み る と、 自主 放 送 を行 う もの の 契 約 数 は242万2,392契 約(同29.5%

増)、 その うち都 市 型 ケ ー ブ ル テ レビ の契 約 数 は同51.5%増 の162万9,388契 約(6年12月 末 速 報 値

で は、201万416契 約)で 、許 可施 設 全体 の伸 び を大 き く上 回 っ て お り(第1-1-1-27図 参 照)、

都 市 型 ケ ー ブル テ レ ビを 中心 と した、 自主 放送 を行 う大 規模 ケー ブ ル テ レ ビの普 及 を うか が う こ

とが で きる。
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第1-1-1-27図 都市型ケーブルテ レビの推移
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郵 政 省 資 料 に よ り作 成

ウ ケーブルテ レビの新 しい展開

ケーブル テレビの フルサー ビス化等 に向 けて、関係 団体 、事業者等 によ り、 アプ リケー ション

開発やネ ッ トワー ク化の促進 のため、様 々な取組 がな されてい る。 ケーブル テ レビ事業者、メー

カー、番組供給事業者等関連業 界の横断的組織 であ るケーブル テ レビ協議 会 に設 け られた フノレサ

ー ビス ・ネ ッ ト委員会 にお いては
、 ケーブル テレビ網 を利 用 した電話 やPHS、 パ ソコン通信、

ビデ オ ・オ ン ・デ マン ド、遠隔 医療支援 等16の グループ によ る実験 が進 め られて い る。

また、6年12月 の事業運営の広域化 に係 る規制緩和 を受 け、 日本の商社等 が、米 国のケーブノレ

テレビ会社、電話会社等 と提携 して、 ケーブルテ レビの統括運営会社 を設立 し、多地域でサービ

スを提供 してい こう とす る動 きがあ る。

(7)放 送 局の再免許 につ いて

全国朝 口放送㈱ につ いては、5年11月 の再 免許 に際 し、元報道 局長発言 につ いて事 実関係が明

らかになった時点で、改 めて関係法 令 に基づ き必要 な措置 を とる との条件 が付 されて いたが、調

査の結果 ・ 関係法 令 に違反 す る事実 は認 め られな いこ とが明 らか になった こ とか ら、6年9月 、

当該措 置 は とらな いこ ととなった。

また・同様 に・咋年・経営面 に関 し、個別 の期限 ・条件が付 された2社 の うち、衛星 デ ジタル

音楽放送㈱ につ いては・6年11月 ・他の放送衛星 局 と同様、10年10月31日 まで を有効期 間 とする

再 免許 が郵政大 臣か ら与 え られた・㈱近畿 放送 につ いては、更生手続 の進 行 を見極 め るた め、同1

月、有効期 間を1年 に限 る再 免許 が与 え られた。
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3郵 便 サー ビス

(1)郵 便物数の動 向

6年 度 の内国郵便 物数 は、6年1月 に実施 された通常郵便 の料 金改定の影響 もあ り、対 前年度

比1.8%減 の239億 通(個)で 、昭和56年 度以来13年 ぶ りに前年度比マ イナ ス となった。

内国郵便物数 の内訳 は通 常郵便物 が対前年度比1.7%減 の235億 通、小包郵便 物が同5.7%減 の

3億7,751万 個で あった。 また、通常郵 便物の うち普通郵便物 は192億 通(同1.3%減)、 年賀郵 便

物 は36億 通(同2.9%減)で あった(第1-!-1-28図 参照)。

普通郵便 物数 につ いては13年 ぶ り、年賀郵便物数、小包郵便物 数 につ いては2年 連続で前年度

を下回 る結果 となった.

350
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第1-1-1-28図 内国郵便物数の推移
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(2)郵 便の利用構造

郵政省で は3年 ご とに「郵便利用構 造調査」(付 注7参 照)を 実施 してお り、6年9月 の調査結

果 に基づ き郵便物 の利 用構造 を概観 す る と次 の とお りで あ る。

普通通 常郵便 の利 用構造 につ いて私 人 と事業 所別 に差 出割合 をみ る と私 人差 出が19.4%(3年

度調査19.9%)、 事業所差 出が80.6%(同80.1%)で あ り、私 人2に 対 し事業所8と い う差 出割合

の基本構造 は変 わって いない。一方、受取 につ いては私 人受取 が68.2%(同69.4%)、 事業所受取

が31.8%(同30.6%)の 割合 となっ てお り、従来 か ら私 人受取 が事業所受取 を上 回 ってい る(第

1-1-1-29表 参照)。
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第1-1-1-29表 私人 ・事業所間 交流状況

(単位:%)

差出人 私 人 事 業 所 合 計
受取人 私人 事業所 小計 私人 事業所 小計 私人 事業所 小計
昭和60年 17.0 1.2 18.2 47.0 34.8 81.8 64.0 36.0 100.0

昭和63年 15.6 3.8 19.4 45.0 35.6 80.6 60.6 39.4 100.0
3年 18.0 1.9 19.9 51.4 28.7 80.1 69.4 30.6 100.0
6年 17.8 1.6 !9.4 50.4 30.2 80.6 68.2 31.8 100.0

郵政省資料により作成

差 出 の 内 容別 に利 用構 造 をみ る と、 今 回調 査 で は 「金銭 関係 」(29 .3%)が 最 も多 く、 「ダ イ レク

トメー ル」(25.3%)を 上 回 っ た.以 下 、 「行事 ・会 合 案 内」(ll .8%)、 「その 他 業 務 用通 信 」(10 .0

%)・ 「消 息 ・各種 あ い さつ」(9.3%)の 順 で あ り、上 位5種 類 で 全体 の約86%を 占 め て い る(第

1-1-!-30図 参照)。
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0%

第1-1-1-30図 郵便物の内容別利用脚 兄
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また ・ 小 包郵 便 物 の利 用構 造1・つ い て同様 にみ てみ る と
、 差 出 は私 嵯 出 が36 .4%(3鞭 調

査 糸課33・5%)・ 事 業 所 差 出が63 ・6%(同66.5%)と な っ て お り
、 今 回調 査 で は、 ほ ぼ4:6て 事

業 所 差 出 が私 瑳 出 を上 回 っ て い る・ 一 方、 受 取 は私 媛 取 が66 .3%(同69 .1%)、 事 業 所 受取が

33・7%(同30 ・9%)と なっ て お り・ 前 回調 査 と同搬 ほぼ7:3で 私 人受 取 が 事 業 所 受 取 を上回

っ て い る。

搬 炮 につ いて拙 の 内容 男・」に利 用 離 をみ る と
、・生 鮮 食 料 品」(2・ .。%)、 ・食 料 品(生 鮮食

料 醐 外)・(18・3%)・ 「蜘 ・1よき もの・(11 .2%)、 ・日騰 貨 、(11 .2%)、 ・酬.レ ポ ー ト」

(7・6%)の 順 となっ て お り・ 館 占噸 が 全体 の4割 弱 を 占 め て い る
.
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(3)郵 便物の地域 間交流状況

郵政省が3年 ご とに実施 してい る「あて地 別引受郵便物数調査」(付 注8参 照)の6年6月 調査

の結果 によ り郵便物 の地域 問交流状況 を概観 す る と次 の とお りで あ る。

普通郵便 物 につ いては、郵便物 を引受 けた各都道府 県内で配達 され る 「rI府県あて」が56.8%

(3年 度調査59.1%)、 それ以外の 「他府県 あて」が43.2%(同40.9%)と なってお り、比較 的近

距離 にあて られてい る割 合が大 きくなってい る(第1-1-131図 参照)。

第1-1-1-31図 普通郵便物の あて地別割合
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これを都道府県別 にみ る と、東京、大阪 をは じめ とす る大都 市 を含 む都道府県及び その周辺で

は 「自府県 あて」 の割合が小 さい ところが多 く、 それ以外の府県で は 「自府県あて」 の割合が大

きい ところが 多い(第1-1-1-32図 参照)。

(4)郵 便サ ービスの改善

郵政省で は、小包郵便物及 び広告郵便物 につ いて、以下 の よ うなサー ビス改善 を行 い、6年9

1月か ら実施 した(第1-1-1-33表 参照)。

i一 般小包郵便 物で は、差 出 しの都度 の料金減 額(1回 の差 出 しが10個 以上 の場合 に適用)及 び

凋 問の料金減 額(月 間の差 出 しが100個 以上 の場合 に適用)に つ いて差 出個数段階(従 来 それ ぞれ

3段 階、5段 階)を 細分 化 し、新 たな差 出個数段階(そ れ ぞれ5段 階、7段 階)に 対応す る減額

!率を設定 した。また、差 出 しの都度 の料金減 額 につ いては同時 に500個 以上、月間の料金減額 にっ

'いては月間500個 以上 を地方郵政局長(沖 縄郵政管理事務所長 を含 む)の 指 定 した郵便 局 に差 し出

す場合、 それぞれの減額 率 にさ らに5%加 算 した減額率 を設定 した。加 えて、 月間の料 金減額 に
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っいては、同時 に10個 以上差 し出す こ とが条件 となっ ていたが、 これを廃止 した。

書籍小包郵便物で は、重量段 階(従 来7段 階)を 細分化 し、新 たな重量段 階(8段 階)に 対応

す る料金 を設定 す る とともに、料金減額 が適 用 され るた めの最低差 出個 数 を従 来 の3千 個以上か

ら2千 個以上 に引 き下 げた。

カタ ログ小包郵便物で は、重量段階(従 来5段 階)を 細分 化 し、新 たな重量 段階(9段 階)に

対応す る料金 を設定す る とともに、新 たに同一都道府 県内で 発着す る ものの料 金 を設定 した。ま

た、カタ ログ小包郵便 の利用条件であ る1回 の最低差 出個 数 を2千 個以上(従 来5千 個 以上)、月

間最低差 出個数 を2万 個以上(同5万 個 以上)に 引 き下 げた。 さ らに料金別納 とす る場合 の最低

差 出個 数 を2万 個 以上(従 来5万 個 以上)に 引 き下 げた。

広告郵便物で は、差 出 しの都度 の料金減額 につ いて差 出通数段階(従 来7段 階)を 細 分化 し、

新 たな差 出通数 段階(11段 階)に 対応す る減額率 を設定 した。
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第1-1-1-33表 小包郵便物の料金減額制度等の改善

一般

小包郵便物

都度の

料金減額

改善前 改善後
差出個数段階3段 階

減額率20～30%

差出個数段階5段 階

基本減額率20～30%

特別減額率、 さらに5%

月間の

料金減額

差出個数段階5段 階

減額率25～34%

同時に10個 以上の差 し出

しが条件

差出個数段階7段 階

基本減額率25～35%

特別減額率、 さらに5%

左の条件 を廃止

書籍小包郵便物

重量段階7段 階

料金減額のための最低

差出個数3千 個

重量段階8段 階

料金減額のための最低

差出個数2千 個

カタログ小包郵便物

重量段階5段 階

1回 の最低差 出個数

5千 個

月間の最低差出個数
5万 個

料金別納のための

最低差出個数5万 個

重量段階9段 階

同一都道府県内で発着

す るものの料金を設定
1回 の最低差 出個数

2千 個

月間の最低差出個数
2万 個

料金別納のための

最低差出個数2万 個
広告郵便物 差出個数段階7段 階 差出個数段階11段 階

郵政省資料 により作成

(注)「 特別減額率」 とは、差出個数500個 以上で地方郵政局長(沖 縄郵政管理

事務所長を含む)の指定 した郵便局に差 し出す場合に適用され る減額率。

(5)郵 便施設の動向

6年 度末 の郵便 局数 は、対 前年度末比0,4%増 の2万4,521局 で あ り、郵便 ポ ス トの設置数 は、

5年 度末現在16万4,409本(対 前年 度末比0.8%増)と なってい る(第1-1-1-34図 参照)。

郵便局数の内訳 をみ る と、普通 局が1,327局(対 前年度末比1局 減)特 定局が1万8,575局(同

第1-1-1-34図

1ユ4
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110
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106

104

102

100

獲98

96

94

92

59

郵 政 省 資 料 に よ り作 成

郵便 局数及び郵便ポス ト設置数の推移

(昭和59年度二100)

年度末
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一 第!章 情報通信サービスの動向

郵 便局数の内訳 をみ る と、普通局が1,327局(対 前年 度末比1局 減)特 定局が1万8・575局(同

100局 増)、 簡 易郵便 局が4,619局(同3局 増)で あ る。 また、大都 市 にお ける郵政 窓 ロサー ビス1こ

対 す る需要 に応 えるた め、窓 口事務量の著 し く多 い東京都 区、横浜 市・名古屋 市・大阪市 の中心

部 に、百 貨店、旅行代 理店 等 に委託 して設置 して いる大都市型簡 易郵便 局(シ テ ィ'ポ ス ト)は

19局 となってい る。

コ ラ ム2

暮 らしと情報通信に関する世論調査(1)

一情報通信 メデ ィアの利 用動 向 一

総理府で は、暮 らしの 中の情報通信利用 に関す る国民の意識 を調 査 し、今後 の施策

の参 考 とす るため、7年1月 、「暮 ら しと情報通信 に関す る世論調査 」を実施 し、7年

4月 、公表 した。

ここで は、 「1青報通信 メデ ィアの利用動向」の 中か ら、郵便 、電話、 テレビ に関 す る

不便 や不満 に関 す る意識 につ いて紹介す る。

1手 紙 や はが きの不便 ・不満

手紙や はが きを利用す る際 に、 どの よ うな点 に不便 や不満 を感 じた こ とが あ るか に

っいては、「誤 って配達 され るこ とが あった」 を挙 げた者 の割合 が16.7%、 「切 手 を売

ってい る ところが少 ない」が14.2%、 「料金が高 い」が13.3%な ど となっ てい る。特 に

不便 や不満 を感 じない と答 えた者 の割合 は57.5%で あ る。

手紙やはがきの不便や不満(複 数回答)

050%

誤 っ て 配 達 さ れ た こ と
が あ っ た

一

切 手 を売 っ て い る所 が
少 な い }

料金が高い
一

ポ ス トが遠 い
一

配 達 が 遅 れ た こ とが あ
っ た

汚 損 して 配 達 さ れ る こ
とが あ っ た 一

その他
一

特 に不便 や不満 は感 じ
ない

一

わか らない

i16

.7

　

114.2　
_113.3

[11.7

二 二]5.9

]1.9

0.3

」53.7

コ12
一

1θ1-■■ ■42



第!節 国内情報通信サービスの動向一

2電 話 の不 便 ・不 満

電話 を利 用 す る際 に、どの よ うな点 に不便 や 不満 を感 じた こ とが あ るか につ い て は、

「市 外 通 言刮斗金 が 高 い」 を挙 げ た者 の割 合 が22 .1%、 「10円で か け られ る区域 が狭 い 」

が13.7%、 「話 し中で か か らな い こ とが 多 い」が10.2%な ど となっ て い る。特 に不 便 や

不満 を感 じな い と答 えた者 の割 合 は53.7%で あ る。

電話の不便や不満(複 数回答)

05〔 〕%

市外通話料が高い
一

10円 で か け られ る 区 域
が 狭 い

一

話 し中 で か か らな い こ
とが 多 い 　

電話番号が わか らない
一

テ レ ホ ン カ ー ドの 使 え
る 電 話 が 少 な い

不 通 の と きが あ る
一

納得で きない料金 を請
求 され る 『

その他
一

特 に不便や不満 は感 じ
ない

一

わか らない

21,111

113.7

110.2

i5.1

14.0

-3.2

]1.3

11.5
57.5

0.3

3テ レビの不便 や不満

テレビにつ いて、どの よ うな点 に不便 や不満 を感 じた こ とがあ るかにつ いては、「ど

のチ ャンネル も同 じような番組 を放送 して いる」を挙 げた者の割合 が41.2%と 最 も高

く、以下、 「俗悪 な番組 が多 い」が32.0%、 「見 たい番組 が少 ない」が27.5%な どの順

になってい る。

テレビの不便や不満(複 数回答)

050%

どの チ ャンネ ノレも同 じよう
な番 組 を放 送 している 一

俗悪な番組が多い
一

見 たい番組 が少 ない
一

見 たい・番組の再 放送が
少 ない 一

受信料や利用料が高い
一

受信で きるチャンネル
数が少ない 一

受信状態が悪い
一

その他
一

特 に不便 や不満 は感 じ
ない 一

わか らない

ト

41.2

132.0

127.5

110.2

19.3

18.5

14.0

]1.8

128.0

0.3
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一 第1草 情報通信サービスの動向

第2節 国際情報通信サービスの動向

6年 の国際情報通信サー ビ スの動 向 を概観す る と、電気通信分野 にお いては、利 用形 態 に応じ

たサー ビス料金 の多様化及 び一層の低廉 化、サ ー ビスのデ ジタル化、高速化等 が進 展 し、国際競

争力の強化 に向 けた事業者 の取組が推進 されて いる。

一 方、放送分野 においては、放送時 間の拡充 や海外 中継 局の確保 が図 られて い る。 また、郵便

にお いて は、国際エ クスプ レスメール(EMS)郵 便物 の取扱地域 の拡 張等サ ー ビスの改善が図

られて い る。

5年 度末現在の国際情報通信サ ー ビスの需要動向 は、近年 の国際化の進展 に伴 い、おおむね堅

調 に推移 してい る(第1-1-2-1図 参照)。

第1-1-2-1図 国際情報通信サービス需要の動向

800

700
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500

400

300

200

】00
指

数0

国際電話取扱数

国際専用回線数

国際テレックス取扱数

一 一 一 一 一 国 際 電 報 取 扱 数

一 一一 一一 一 国 際 放 送 時 間 数

国際郵便物数

5960616263元

年度末

郵政省資料 によ り作 成
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第2節 国際i青報通信サービスの動向一

1電 気通信サー ビス

6年 の国際電気通信サ ー ビスの動向 としては、国際 電話サー ビ スにお ける選択料 金サー ビスの

充実、国際専用回線サー ビ ス及び国際ISDNサ ービ スにお け る通信速 度の多様化 ・高速化等、

様 々な利用者ニー ズへの きめ細 か な対応 が一層進展 してい る。

また、需要増及 び事業 者の経営 の合理化 ・効率化等 によ り得 られた利益 を利用者 に還元す るた

め、国際電話サー ビス及 び国際専 用回線サ ー ビスの料 金値 一ドげが行 われたほか、国際ISDNサ

ー ビス及 び海事衛星通信サー ビ スにおいて も値 「げが行 われて いる
。

(1)国 際電話サー ビス

我 が国 にお け る国際電話サー ビス取扱地域Gl)の数は、6年 度 末現在で233地 域 となってお り、こ

の うち国際ダ イヤル通話 は全体 の約95%に 当た る221地 域で取 り扱 われ ている。

また、3年 度 か ら企業等 に向 け開始 されて いる国際VPN(仮 想私設通信網)型 サー ビ スは、

一般 の国際電話網 を用 い、我 が国 と海外の拠点 を内線番号で結 び、利 用者独 自の国際通信網 を構

築す る もので、取扱地域 数は6年 度末現在で23地 域 に拡 張 している。

一一方
、海外旅行者 ・出張者等 に向 け、海外か らクレジッ トカー ドによる国際ダ イヤル通 話 を提

供す るサー ビスは、6年 度末現在 で36地 域 に拡張 し、海外か ら我 が国のオペ レー タを経 由(日 本

語対応が可能)し て国際電話 を取 り扱 うサ ー ビス も、6年 度末現在で66地 域 に拡 張す るな ど、国

際交流の進展 に伴 う、国際電話の利 用機会 の促進 や利便性 の向上 が図 られてい る(第1-!-2

-2表 参照)
。

第1-1-2-2表 主な国際電話サービスの取扱地域拡張状況(6年 度)

サ ー ビ ス 内 容 拡 張 地 域 名
拡 張
地域数

総取扱
地域数

国際 ダイヤル通話 ラ オ ス 、 レバ ノ ン 、 コ モ ロ 3 221

国際VPN型 サー ビス ブ イ ン ラ ン ド 1 23

クレジ ッ トカー ドに よる海外

か ら我が国宛 の国際 ダイヤル

通話

タ イ、 ロ シ ア(注)、 ル ク セ ン ブ ル

グ 、 イ ン ドネ シ ア 、 イ タ リ ア 、 サ ン
・マ リ ノ

、 ヴ ァチ カ ン 、 ス イ ス 、 リ

ヒ テ ン シ ュ タ イ ン

9 36

海外 か ら直接我が 国のオペ レ
ータを呼 び出す 国際電話

モ ロ ッ コ 、 ボ リ ヴ ィ ア 、 ギ リ シ ャ、

モ ン ゴ ル 、 ル ク セ ン ブ ル グ

5 66

KDD資 料 に よ り作 成

(注)ロ シ ア極 東 地 域 にお け る 日露 合 弁 の 国 際 通 信 会 社 「ボ ス トー ク テ レ コ ム

㈱ 」 の 加 入 電 話 及 び 専 用 端 末 か らの 利 用 が ・∫能 とな っ て い る。

(注)地 域 とは、 国際 電気 通信サ ー ビ スの料 金区分 ヒの 区分 けで あ り、 国 又は州等 の地域 を指 す。 例 えば、 米lqと は米 国 本1'を 指 し、 ア

ラスカ、 ハ ワ イ等 とは 区分 してい る。
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一 第1章 情報通信サービスの動向

6年 度 にお いては、個 人利 用者層 を対象 とした選択 料金サ ー ビスで あ る、特 定通話先 に係 る割

引サ ー ビス等 の導 入が行 われ、利 用者 の通信量及 び利 用形態 に応 じた料 金選択 の幅 が広 が った。

また、 同年12月 に国際電話料金の値 下げ(KDD及 び国際デ ジタル通信㈱(IDC):平 均4 .1%、

日本国際通信㈱(ITJ):平 均4 .6%)が 実施 された。

5年 度 にお ける国際電話サー ビスの発着信合計分数(KDD、ITJ及 びIDCの 合計)は 、

23億9,240万 分で あ り、対前年 度上ヒ10.0%(3年 度18.6%、4年 度8.9%)増 と、元年度 か ら減少

傾 向が続 いていた対前年度伸 び率が再 び増加 に転 じた。

これを発着別 にみ る と、 我が国か らの発信分数 は対前年度比9 .9%増 の14億1,120万 分、 また、

着信分 数 は同10.1%増 の9億8,120万 分で あ り、発着信分 数の比率 は59:41と 、発信 が着信 を上回

る傾 向が続 いてい る(3年 度 は58:42 、4年 度 は59:41)。

また・取扱地域別 にみ る と、前年 度 に引 き続 き米国 との通話 が全体 の約28 .0%と 最 も多 く、以

下・上位!0地 域 の うち7地 域 をアジアNIEs、 中国及 びASEANの 一 部が 占めてお り、我が国

とこれ らの地域 との社会的 ・経済 的関係 の強 さが うかが える(第1-1-2-3図 参照)
。

第1-1-2-3図 取扱地域別国際電話取扱数比(発 着信合計分数)

その他 米国

オーストラリア

26%

ノンカ ホ。一ル

英 国

香 港

439を フィリヒ。ノ 台 湾

549を
58%

中国

82%

郵政省資料により作成

(2)国 際専用 回線サ ー ビス

6鞭 糊 在103地 域で取 り扱 われ ている国騎 用購 サー ビスは
、蝶 等 の利 用者 による海外

との高速 ファイノレ車磁 データ伝送等 の額 に こた え
、 中 ・高速符号伝送 用購(通 信速度1 ,200

b/s～6Mb/・:フ ァクシ ミリ・デー タ伝底 高速 ファイ・・車磁 テ レビ蟻 等 に不り用)の 取 扱 いが
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第2節 国際1青報 通信 サー ビスの動 向 ■闇

拡張 して い るほか、回線速 度の多様化 も図 られてい る。

6年12月 に、KDDの 国際専用 回線サ ー ビスにおいて、回線使 用料 の値下 げ(平 均15 .4%)及

び一契約者 の取扱地域 の数 に応 じた回線使用料 の減額(5%～15%)が 実施 され、7年2月 には

ITJ及 びIDCに お いて も同様 の値下 げ(そ れぞれ平均19 .0%、20.2%)、 減額(と もに5%～

15%)が 実施 された、

国際専用回線 サー ビスの5年 度末 の総提供 回線数(KDD、ITJ及 びIDCの 合計)は 、対

前年度末比1.2%・20回 線増 の1,666回 線 であ る。これを品 目別 にみ る と、音声級回線(帯 域品 目:

電話等 に利 用)は 同24.6%・107回 線減 の328回 線 、電信級 回線(速 度200b/s以 下 の符号品 目:テ

レタイプ通信等 に利 用)は 同8 .6%・23回 線減 の245回 線 と、音声級回線 は昭和62年 度 をピー クに、

電信級回線 は昭和56年 度 をピー クに減少傾向が続 いて いる。

これに対 し、中 ・高速 符号伝送 用回線 は対前年 度末比15 .9%・150回 線増 の1,093回 線 と大幅 に

増加 し、総提 供回線数 に占め る割合 も、同8.3ポ イン ト増 の65.6%と なってい る。この ように国際

専用回線サ ー ビスにおいては、音声級、電信級回線 か ら中 ・高速符号伝送 用回線へ の移行 を含 む、

企業ユーザ ー等 による高速 ・大容量 の通信需要へ の シフ トが顕著 となってい る(第1-1-2-

4図 参照)。

第1-1-2-4図 国際専用回線サ ービスの推移

回

線
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電 信 級 回 宗泉q4.7Qo〕

中 ・高 速 符 号伝 送 用 回 線{65.6。 。〕

0

5960616263元23

年 度 末
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郵 政省 資料 に よ り作成

(注)凡 例 中、()内 は5年 度 末現 在の 国際 専用 回線 全 体に 占め る割合 を小す 。
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第2節 国際1青報通信サービスの動向一

ノ
謂 盈

阪神 ・淡路大震災における車載型地球局の活躍

(4)国 際lSDNサ ー ビス

国際ISDNサ ー ビスは、一本のデ ジタル 回線 によって、電話、 ファクシ ミリ、パ ソ コン等様

々な端末 を接続す るこ とがで き、海外 とのG4フ ァクシ ミリ、 テレビ会議 、高精細 な静止画伝 送

や高品質 な音声伝送等 に利 用 され るサー ビスで あ る。取 扱地域 は、6年 度 に新 た に5地 域(フ ィ

リピン、 アイル ラン ド、 マ レイシア、 フィンラン ド及 び韓 国)が 加 わ り、6年 度末現在で27地 域

に拡張 して いる。

また、料金 の値 下 げが6年4月 にKDD(平 均0.8%)、5月 にITJ(平 均0.95%)及 びID

C(平 均1.0%)に よ りそれぞれ実施 された。

(5)企 業通信ネ ッ トワークサー ビス

企業活動のグ ローバ ル化 、高速 デ ジタル 回線や伝 送 システムに関す る技術の高度化 とともに、

国際的な企業 通信 ネ ッ トワー クの構 築 が活発 となってい る。企業通信ネ ッ トワー クサー ビスは、

企業 ユーザ ー を中心 とす る国際通信 の品質、安全 性及び経済1生へ の高度 かつ個 別の要求 にこた え

るた め、国際通信 システムの管理等 の支援 を含 めた包括 的 な国際電気通信サー ビス としてKDD

によ り提 供 されて い る。5年 度末現 在の利 用者 数 は24と なっ てい る。

(6)海 事衛星通信サ ー ビス

海事衛星通信サ ー ビス とは、船舶 に船舶地球 局設備 を搭載 し、赤道上 に打 ち上 げ られた インマ

ルサ ッ ト衛星 と海岸地球 局 を通 じて、船舶 と陸地問又 は船舶相互 間の通信 を行 うサ ー ビスで あ る。

KDDに よ り、 アナ ログ方式の インマルサ ッ トA型 無線設備 を用 いた国際電話、 テ レックス、

ファクシ ミリ及 びデータ通信 の提 供、小 型 ・軽量 かつデ ジタル方式 のインマルサ ッ トC型 無線 設
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備 を用 いた蓄積 交換 型デー タ通信等の提 供、デ ジタル方式 の インマルサ ッ トB型 及び インマルサ

ッ トM型 無線 設備 によ る国際電話及び ファ クシ ミリ等 の取扱 いが行 われてお り、船舶 との間の通

信の充実、船舶 の航 行安 全、運航管理 の一 層の効率化等が図 られて い る。

同サー ビ スで は、海上 にお け る人命及び船舶 の安全への寄与 を目的 に、 インマルサ ッ トA型 、

B型 、C型 及びM型 無線 設備 によ る海事衛 星通信 サー ビ スにお ける、遭難 ・緊急/安 全通信料金

(船舶 発)の 無料化 が図 られ、 医療活動等 が困難 な海上 にお け る人命救助 や医療援 助 に一層 の貢

献 を果 た してい る。 また、 インマルサ ッ トA型 、B型 及びM型 無線 設備 によ る通 常の通信料金の

値 下 げ(平 均17.5%)及 び閑散時割引の時間帯の拡大が、6年5月 に実施 されて い る。 さらに、

規制緩和 の一環 として、船 舶地球 局設備新 設時の電波検 査 にお いてKDDが その業務 の一部 を利

用者 に委託 す る運行者委託制度が、7年3月 か ら導入 されて いる。

一 方
、GMDSSで 注 目されてい るインマルサ ッ トCの サー ビスは、従来 オー ス トラ リア経由

で 行 われて いたが、7年3月 か らKDD山 口海岸地球 局経 由で行 われて い る。

(7)航 空衛星通信 サー ビス

航空衛星通信サー ビ スは、航 空機 に搭載 した航空機地球 局設備 によ りインマルサ ッ ト衛星 を経

由 して地上 と通信 を行 う もので、航空衛星 電話サ ー ビス と航空衛星 データ通信 サ ー ビスがKDD

に よ り提供 されてい る。

航 空衛星 電話サ ー ビスは、航 空機 内の操縦室 と地上 の航 空会社 との間の通 話や、航空機 内から

地上 への一般通話 を提供 す る もので あ る。

また、航 空衛星デ ー タ通信サー ビスは、航 空機 が地上 の航 空会社等 と行 う、運航 晴報 や気象1青

報等 のデ ータ伝送 を提供 す る もので、航 空機 の運航 の安 全 と効率化 に寄与 して い る。

(8)国 際テ レックスサ ービス及び国際電 報サー ビス

国際 テ レックスサー ビ スの5年 度取扱数(発 着信合計)は898万 回(対 前年度比19 .3%減)と 、

昭和59年 度 の需要 の ピー クを境 に減少傾向が続 いてい るが6年12月 、同サー ビスにお いて選択

料 金制が初 めて導 入 され・利 用者 の通信量 に応 じた料金 の低廉化が図 られた。

一 方・国際電報 サー ビスの取扱 数 も年 々減少 してお り、5年 度 は対 前年 度比26 .7%減 の33万 通

となってい る。

(9)国 際VANサ ービス

国際VAN(付 加価値通信網)サ ー ビ スは・国際特 別第二種 電気通信事業者 が国際第一種 電気

通信事業者か ら電気通信回線 を借 り・蓄積 パ ケ ッ ト交換、電子 メール、蓄積交換 ファ クシ ミリ等

の付 加価値 電気通信 サー ビスを提供 す るものであ る。
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㈹ 国際通信 回線設備

7年1月 、我が国 とロシア及 び韓 国 を結ぶR-J-Kケ ーブル の運用が開始 された。同 ケー ブ

ル は、我が国 とロシアを結ぶ初 めての光海底 ケーブルで あ り、両 国間で高品質 かつ安定 した国際

通信サー ビスの提供が可能 とな るうえ、韓 国 との問で も、増大 す る国際通信需要 に こた える もの

であ る。我が国 と世界 とをつ な ぐ国際電気通信網 は、年 々拡充 を続 けてい る(第1-1-2-6

図参照)。
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このほか6年 度 にお いては、第1-1-2-7表 にあ る とお り、光海底 ケーブルの建 設保 守協

定が締結 されて いる。この よ うに、安 全i生・信頼 性の向上 を目指 した国際通信 回線設備 の増強が、

国際電気通信事業者 に よって積極 的 に推 し進 め られて いる。
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第1-1-2-7表6年 度における光海底ケーブルの建設保守協定の締結状況

年 月 ケ ー ブ ル名 回 線 数 敷 設 予 定 区 間

6年6月 APCN 60,480 日本 ～韓 国 ～ 台 湾 ～香 港 ～ フ ィ リ ピ ン～

マ レ イ シア ～ シ ンガ ポ ー ル ～ タ イ～

イ ン ドネ シア ～ オ ース トラ リア

12月 FLAG 120,960 日本 ～韓 国 ～香 港 ～マ レ イ シ ア ～ タイ ～

イ ン ド～ ア ラブ 首 長 国 連 邦 ～ エ ジ プ ト～

イ タ リア ～ ス ペ イ ン～英 国

郵 政 省 、KDD資 料 に よ り作 成

(注)回 線 数 は 、64kb/s換 算 の 相 当数 で あ る。

(11)国 際電気通信料金

国際電気通信料 金 は、KDDが 昭和54年 に国際専用 回線サ ー ビスの値 下 げを実施 して以来、通

信量 の増大 や技術革新 によ るコス トダ ウン等 によ り、低廉 化 が進 展 してお り、6年 度 にお いて も、

国際電話サ ー ビス、国際専用回線 サー ビス等 の料金値下 げが実施 され てい る。

この状況 は、 日本銀行 に よる 「企業 向 けサ ー ビス価格指 数」 にお いて も顕著 に現 れ てお り、昭

和60年 平均 を100と した6年7月 ～9月 平均 の国際電気 通信 全体 の料金 指 数 は51.8と なっ てい

る。企業向 けサー ビス全体の平均値 が116.5と 上昇 してい る中で、国際電気通信 の価格 水準 は着実

に下 降 してお り、 さ らには、国 内電気通信 全体 の平均値(84.1)を も大 き く下 回っ てい る。国際電

気通信サ ー ビスは、 国内電気通信サー ビス と比較 して も低廉化 が顕著 に進展 して い るこ とが うか

が える(第!-1-2-8図 参照)。
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全 サ ー ビ ス の 総 平 均(昭和60年平 均=100)
一一,・× ×

一一'×"

,.× 昂'

,.×'

一一,一 一×'嵐 晶凸自竃

61 62 63

国 内 電 気 通 信 全 体

国 際 テ レ ン ク ス

十 一 一 ◇ 一 一 一 〈〉 一 一 一◇ 一 一 一 一◇ 一一 一 一◇一 一 一 一◇ 一 一 一 ◇

ノじ

＼卜一
2 3 4 5 61

「企 業 向 け サ ー ヒ ス 価 格 指 数 遡 及 表 」(日 本 銀 行)に よ り作 成

/注/1.図 中 、61、6H、6皿 は 、 各 々6年1-3月 、6年4-6月 、6イ「7・9/jを 小 す 、

Qb2,指 数 の 基 準 時 及 ひ ウエ イ ト算 定 年 次 の 改 定 に よ り、 昭 和60イi・卜均 を1()0と した テ ー タ は

6年10/J以 降 はrll算 され て い な い

6H 6皿



第2節 国際情報通信サービスの動向一

一一方
、急速 な普 及が進 む携 帯 ・自動車 電話 にお ける、国際電話の不 正利用防止 対策 として、料

金収納業務 に著 しい支障 を及ぼす こ とを事 由 とす る通話停止規定の追加等(6年10月)、 「み な し

契約締結方式」か ら 「個別契約締 結方式」へ の変更等(7年2月)を それぞれ内容 とす る、国際

電話サー ビ ス等契約約款等 の一部変更 に係 る認可 が行 われた、

また、 国際通信料金 の支払 い窓 口につ いては、従 来か らの金融機 関、郵便 局等 に加 え、 ライフ

スタイルの多様化 や生活時 間の深 夜化 に対応 して、全国の主 な コンビニエ ンスス トア等への一 層

の拡大 が図 られ、料 金の決済が可能 な商用 クレジッ トカー ドの種類 も増 加す るな ど、利 用 者に対

す る利便1生が さ らに向上 してい る。

2放 送サー ビス

激動す る国際情勢 の中で、諸外国の対 日理解 を促進 す る とともに在 外邦 人に対 して必要 な情報

を提供す るた め、国際放送 の果 たす役割 は極 めて重要 とな り、一 層の充実 を図 るこ とが必要 とな

ってい る。

我が国で は、現在 、NHKが 「ラジオ 日本」 の名称で、短波 の ラジオによる国際放送 を 日本語

及び各国語 によ り行ってお り、6年 度末現在、22の 言語で、1日 延べ65時 間(対 前年 度比5.0時 間

増)の 放送 が実施 され、 国際放送の充実が図 られてい る。

当該放送 は、国内送信所(茨 城 県:KDD八 俣送信所)か ら直接放送 を行 ってい るほか、海 外

の各中継 局か ら第1-!-2-9表 の とお り海外中継放送 を行 ってい る。

第1-1-2-9表 国際放送の中継局別放送時間数(6年 度)

中継局所在地 放 送 対 象 地 域 放送時間数(1日)

ガボ ン 欧州 ・中東 ・北 ア フ リカ向 け

ア フ リカ東部 向 け

ア フ リカ南 部 向 け

9.5

0.5

2.0

カナ ダ 北米東部向け
北米中部向け ・西部向け

4.0

4.0

仏領ギアナ 南米東部向け
南米西部向け

中米向け

4.O

l.5

2.0

ス リ ・ラ ン カ 南西 アジア向け

中東 ・北 アフリカ向 け

6.0

4.5

イギ リス 欧州向け 10.0

シ ンガ ポ ー ル イ ン ドシナ半 島向け 8.O

郵政省資料により作成

(注)放 送時間数は、通常送信時間数であ る。
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八俣送信所

3郵 便 サー ビス

(1)国 際郵便物数の動 向

6年 度 の国際郵便 物数 は、対前年度比5,8%増 の3億6,596万 通(個)で あ り、対 前年度の伸び

率でみ る と、5年 度の3.4%を 上 回った。

これ を差立(外 国あ て)と 到着(我 が国あ て)で み る と、差立 が対前年度比3.1%減 の1億2,448

万通(個)、 到着 が同11.1%増 の2億4,148万 通(個)で あった(第1-1-2-10図 参 照)。 差立

は2年 連続 で前年 度割 れ とな り、対前年度比 の減少率 は5年 度(2.4%)よ り0.7ポ イン ト拡大 した。

一方
、到着 にお ける対前年度比 の増加率 は5年 度(7.1%増)を 上 回 ってお り、 国際郵便 物総数の

伸 び を もた らした。

差立 の内訳で は、通 常郵便物が対前年度比3.6%減 の1億1,704万 通、小包が 同2.2%減 の294万

個 と前年度 を下 回 る一 方、EMSは 同10.9%増 の450万 個 と依然 として大 きな増 加 となって いる。

EMSの 取扱 国は6年 度 に10か 国増 え、7年3月 末現在 、世 界111か 国(地 域)と なってい る。

(2)国 際郵便サ ー ビスの 改善

アEMSの 損害賠償制度の 改正

EMSが 亡失 や損傷 した場合等 には、従来 、郵便 物の重量 に応 じて定 め られた金額 を限度 とす

る実損 額 を賠償 して いた斌6年11月 か ら利用者の 申 し出た損害要償額(最 高200万 円)を 限度 と

す る実損 額 を賠償 す るこ ととした(第1-1-2-11表 参照)。
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第1-1-2-10図 国際郵便の引受郵便物数の推移
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第1-1-2-11表EMS賠 償制度の改正 内容

改 善 前 改 善 後

責任の範囲
亡失 し、盗取 され又 は損 傷

した場合
同 左

賠償金額
郵便 物1個 につ き、次 の金

額 を限度 とす る実損 額

5kgま で8,620円

10kgま で12,770円

15kgま で17,240円

20kgま で21,710円

①差出人から損害要償額の申
出がなかった場合

2万 円を限度 とする実損額

②差出人から損害要償額の申
出があった場合

申出損害要償額(最高200万
円)を 限度 とする実損額

損害賠償の

ための追加

料金 な し

①損害 要償額が2万 円以下

な し

②損 害要償額が2万 円超

2万 円を超える2万 円又はその

端数ごとに50円

郵政省資料 により作成

イEMS追 跡 システムの接続 国の拡 大

これ まで15か 国で あったEMS追 跡 システムの接続 国 として、6年 度 には新 た にポル トガル、

ニュー ・ジー ラン ド、 ドイツ、オ ランダ及 び スウェーデ ンが加わ り20か 国 となった。 これ ら20か

国あてにEMSを 差 し出 した利用者か らの着 否照 会 に対 しては、 コン ピュー タを利 用 した迅速 な

回答 が可能 となってい る。
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「コ ラ ム3
リメ ー リング

リメー リング とは、本来、差 出人の居住 す る国の郵便 局 に差 し出 され るべ き郵便物

を、一旦 ま とめて外 国 に運送す るな ど して、 その国か ら自国あて に多量 に差 し出す行

為(ABAリ メー リング)、 又 は第三 国あてに多量 に差 し出す行為(ABCリ メー リン

グ)を い う。

リメー リングが発生す るのは、差 出人 の居住す る国 の郵便料金 と外国 か らの国際郵

便料金 に差が生 じるためであ る。 この原 因は、主 として、差 出国が配達国 に支払 う経

費(到 着料)の 水準が万国郵便 連合条約 にお いて世界一律 に極 めて低 く(先 進 国 にお

いては配達 コス トを賄 わない水準 に)設 定 されて いるこ とによ る もので あ る。

リメー リング は、 各郵政庁問の収支バ ランスを崩 す とともに、世 界 の郵便秩序 を乱

す こ ととな り、究極的 には郵便 の一般利 用者 の利益 に反 す るこ ととな る。

6年8月 に開催 されたUPUソ ウル大会議 で は、リメー リング対策 として次 の こ と

が決 定 された。

(1)リ メー リング を行 う差 出郵政庁 の責任の よ り明確 化

現 行 改 正

配 達 コ ス ト 雄 配 達 コス ト 騰

ABAリ メー リング

例:日 本一香 港一 日本 とい

う場 合

差出人から内国料

金を徴収
差出郵政庁に返送

差出人、それがで

きない場合には、

差出郵政庁から内

国料金を請求

2差 出郵政庁に返
送

・差出郵政庁から

返送料徴収

ABCリ メー リング

例:フ ラ ン スー オ ランダー

日本 とい う場 合
規定なし 差出郵政庁に返送

差出郵政庁から内

国料 金 の80%を

超 えない料金を請

求

・差出郵政庁に返

送
・差出郵政庁から

返送料徴収

(2)到 着料 制度の見直 し

基本料率の引一Lげ 基 本料 率(1kg当 た り)を16.6%引 き上 げ

コ レ ク シ ョ ン ・メ カ ニ ズ ム

の 改 善

2国 間の1kg当 たり平均通数が、世界平均通数 とプラスマイナス20%超 異なる場合

は、実際の通数を反映 して基本料率を修iEで きるという制度改善

バ ル ク メ ー ル ・オプ シ ョン

の 導 入

大量郵便物については、到着郵政庁の配達コストに応じて、各国別に到着料が設定可
能
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